
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C O N T E N T S 

 

１．三重県からのお知らせ 

① カスタマーハラスメント対策に取り組みましょう！ 

② カスタマーハラスメント対策企業マニュアルのご案内 

 

２．三重県労働委員会事務局からのお知らせ 

① 個別労働関係紛争のあっせんのご案内～労使間のトラブルでお困りの方、労働委員会が解決のお手 

伝いします～ 

 

３．三重労働局からのお知らせ 

① 賃上げに取り組む経営者の皆様へ～政府は、賃上げに取り組む企業・個人事業主を応援します～ 

② 令和６年度業務改善助成金の一部変更のお知らせ 

③ 令和６年度業務改善助成金のご案内 

④ 令和６年度両立支援等助成金のご案内 

⑤ 令和６（2024）年度 両立支援等助成金の制度変更予定等をお知らせします 

⑥ 事業主の皆さんへ アルバイトの労働条件を確かめよう！～キャンペーン実施中～ 

⑦ 学生の皆さんへ アルバイトをする前に知っておきたい７つのポイント 

⑧ 「シフト制」で働くにあたって知っておきたい留意事項のご案内 

⑨ ２０２４年４月からの労働条件明示のルール変更 備えは大丈夫ですか？ 

⑩ パートタイム・有期雇用労働法で正社員と非正規雇用労働者間の不合理な待遇差は禁止されていま 

す 

⑪ 正社員とパート・有期雇用社員との同一労働同一賃金に取り組んでいることをハローワーク求人票 

でアピールしませんか？ 

⑫ 働きがいのある職場づくりのために 

⑬ フリーランスの取引に関する新しい法律ができました 

⑭ （概要版）家事使用人の雇用ガイドラインのご案内 

⑮ Refresh！ もっと自分らしい働き方休み方のご案内 

⑯ STOP！熱中症 クールワークキャンペーンのご案内 

 

４．三重産業保健総合支援センターからのお知らせ 

① 使おう！さんぽセンターのご案内 

② オンライン研修 職場のメンタルヘルス対策～管理監督者の役割～ 

③ 令和６年度上期 産業保健研修会のご案内 

④ サポートします！治療と仕事の両立支援 

 

＊「三重の労働202４年４月・５月号」全ページを一括ダウンロードする 













　現場対応者による初期対応においては、まずは誠意ある対応をしつつ、状況を正確に把握し、事実確認を

する必要があります。

　ただし、顧客等から暴力行為やセクハラ行為を受けた場合は、すぐに現場監督者に相談する等事案を引き

継ぎ、一人で対応しないようにすることが重要です。

　現場対応、電話でのクレーム対応のどちらにおいても、以下の事項に留意し、まずは顧客等の主張を傾聴

することが求められます。現場対応の場合は、不要なトラブルを避けるため、初期対応の時点で、複数名で対

応することもよいでしょう。

顧客等が主張する内容を正確に把握します。顧客等から話を聞く際には、途中で発言を遮る

ことや反論はせず、まずは一通り事情を確認します。

一通り事情を確認した後、顧客等が話す内容に不明確なものがあれば確認をし、不足する

情報があれば追加で意見をもらい、顧客等の勘違いがあれば正しい情報を提供します。

顧客等から確認した情報は、現場監督者または相談窓口対応者に共有します。

相談対応者が正確かつ迅速に状況を把握するため、現場対応者は顧客等の要望のみなら

ず、出来るだけ事実関係を時系列で整理して報告します。



●苦情を専門に受け付けるため、専用電話を設置して録音が出来るようにし

　ておく。

●基本的には、第一受信者が責任を持ち、問い合わせ案件のたらい回しをしない。

●丁寧な言葉使いで、相手がゆっくりと理解できるように説明する。

●顧客等の発言内容と齟齬が出ないよう、メモを取りながら話を

　聞き、復唱して確認する。

●対応出来ることと出来ないことをはっきりさせ、相手に過大な期待

　を抱かせない。

●即時回答できない内容については、事実を確認してから追って返事をする。 等

　クレームの初期対応は、対応者が現場対応者か、電話受付対応者かによっても、その対応の内容が異な

ります。また、顧客等の求めに応じて訪問するケースも想定され、現場での対応時、電話での対応時、顧客

訪問での対応時と各シーンにあわせて留意するポイントをまとめておくとよいでしょう。



〔取組を進める企業からの意見〕





2022年2月　　　　　　　　　 カスタマーハラスメント対策企業マニュアル作成事業検討委員会 
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（出典：令和2年度 厚生労働省 職場のハラスメントに関する実態調査） （出典：令和2年度 厚生労働省 職場のハラスメントに関する実態調査）



（出典：令和2年度 厚生労働省 職場のハラスメントに関する実態調査） （出典：令和2年度 厚生労働省 職場のハラスメントに関する実態調査）



   カスタマーハラスメントとは、顧客や取引先など（以下「顧客等」）からのクレーム全てを
指すものではありません。顧客等からのクレームには、商品やサービス等への改善を求め
る正当なクレームがある一方で、過剰な要求を行ったり、商品やサービスに不当な言いが
かりをつける悪質なクレームもあります。不当・悪質なクレーム、いわゆるカスタマーハラ
スメントからは従業員を守る対応が求められます。
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   企業及び事業主として適切な対応をしていない場合、被害を受けた従業員から責任を
追及される可能性があります。

　以下の事例は、保護者による教諭に対する理不尽な言動があった際に、当該教諭の管
理監督者である校長に損害賠償責任が追及された事例です。



   企業及び事業主として適切な対応をしていない場合、被害を受けた従業員から責任を
追及される可能性があります。

　以下の事例は、保護者による教諭に対する理不尽な言動があった際に、当該教諭の管
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図7：カスタマーハラスメントに関わる内部手続の流れの例
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８．SNS/インターネット上での誹謗中傷型
●インターネット上に名誉を毀損する、またはプライバシーを侵害する情報を掲載す

る。

【対応例】掲示板やSNSでの被害については、掲載先のホームページ等の運営者（管理
人）に削除を求める。投稿者に対して損害賠償等を請求したい場合は、必要に応じて弁護
士に相談しつつ、発信者情報の開示を請求する。名誉毀損等について、投稿者の処罰を
望む場合には弁護士や警察への相談等を検討する。解決策や削除の求め方が分からな

い場合には、法務局や違法・有害情報相談センター、「誹謗中傷ホットライン」（セーファー
インターネット協会）に相談する。
 

●「殺されたいのか」といった脅迫的な発言をする、反社会的勢力とのつながりをほのめ

かす、異常に接近する等といった、従業員を怖がらせるような行為をとる。または、「対応

しなければ株主総会で糾弾する」、「SNSにあげる、口コミで悪く評価する」等とブランド

イメージを下げるような脅しをかける。
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図8：カスタマーハラスメントに関わる内部手続の流れの例



図8：カスタマーハラスメントに関わる内部手続の流れの例















図9：カスタマーハラスメントと企業内でのハラスメントの違い
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  消費者庁、厚生労働省、農林水産省、経済産業省、国土交通省等を含む関係者が定期的に集まって情報交換等を行う会議

顧客等からの著しい迷惑行為の防止対策の推進に係る関係省庁連携会議啓発ポスター、一般社団法人日本民営鉄道協会による啓発ポスター



  消費者庁、厚生労働省、農林水産省、経済産業省、国土交通省等を含む関係者が定期的に集まって情報交換等を行う会議

顧客等からの著しい迷惑行為の防止対策の推進に係る関係省庁連携会議啓発ポスター、一般社団法人日本民営鉄道協会による啓発ポスター











　また、企業のみならず、顧客等の理解にもつながり、社会全体として意識が変わっていくきっかけ
になればと思います。



　また、企業のみならず、顧客等の理解にもつながり、社会全体として意識が変わっていくきっかけ
になればと思います。

















 
個別労働関係紛争のあっせんのご案内 
～労使間のトラブルでお困りの方、労働委員会が解決のお手伝いします～ 

     ～お知らせ～ 
令和 6年 1月 25日に労働委員会ホームページを   (HPの QRコード） 

さらに分かりやすくリニューアルしました。 
動画「12分でわかる三重県労働委員会のご案内」 
配信中です。是非ご覧ください！ 
https://www. pref.mie.lg.jp/ROUI/HP 
                         
 
 

● 個別労働関係紛争のあっせんとは 

個々の労働者と会社との間で、労働条件などをめぐって紛争が発生し、自主

的な解決が困難なとき、当事者からの申請に応じて、紛争を平和的に解決する

ための仲介・援助などを行う制度です。 

 

● 例えば、こんな時に利用できます！ 

                            

                             

                             

 

                       

● 労働委員会あっせんの特徴 

労働者側（労働組合の役員等）、使用者側（会社の役員等）、公益側（弁護士

等）の経験豊かなあっせん員が、労使双方からお話しを聞き、それぞれの立

場を活かして双方が納得できる解決案を示すなど、トラブル解決に向けて親

身で丁寧にサポートします。 

 

● ご利用方法 

まずは、三重県労働相談室にご相談ください。ご相談の内容に応じて適切な

サポートを行い、労働委員会のあっせんの受付も行います。労働相談室及び

労働委員会のご利用は無料です！ 

 

● 問い合わせ先 

三重県労働相談室（相談・申請）TEL:059-213-8290 info@mie-kinfukukyo.or.jp 
   (〒514-0004 津市栄町 1丁目 891 三重県勤労者福祉会館 1階) 
 

三重県労働委員会事務局（あっせんに関すること） 

TEL:059-224-3033 roui@pref.mie.lg.jp  
（〒514-0004 津市栄町 1丁目 954 三重県栄町庁舎 5階） 
 

 

 

 

 

・事前に説明もなく突然解雇された。 

・突然時給が引き下げられた。 

・パワハラやセクハラを受けた。 

・アルバイトを辞めさせてもらえない。               

労働者の方 

・経営上の理由から、事前に十分説明し配

置転換を命じたが、理由もなく拒否され

ている。 

・労働条件について従業員との話し合いが

まとまらない。 

 

使用者の方 

tel:059-213-8290
mailto:info@mie-kinfukukyo.or.jp
tel:059-224-3033
mailto:roui@pref.mie.lg.jp


賃上げに取り組む経営者の皆様へ

【大企業・中堅企業】

全雇用者の給与等支給額の増加額の最大35%を税額控除※１

【中小企業】

全雇用者の給与等支給額の増加額の最大45%を税額控除※１

～政府は、賃上げに取り組む企業・個人事業主を応援します～

本紙内容は令和５年12月の政府決定時点のもので、今後の国会審議等を踏まえて施策内容が変更となる可能性があります。
詳細については、租税特別措置法等が成立し制度内容が確定し次第、令和６年５月頃を目途にHP（右記QRコード）に公表します。

・適用対象：青色申告書を提出する全企業又は個人事業主※３

・適用対象：青色申告書を提出する従業員数2,000人以下の企業又は個人事業主※４

(その企業及びその企業との間にその企業による支配関係がある企業の従業員数の合計が１万人を超えるものを除く。)

大
企
業
向
け

継続雇用者の
給与等支給額（前年度比）

税額控除率※ 1

＋３％ １０％

＋４％ １５％

＋５％（新設） ２０％

＋７％（新設） ２５％

＜適用期間：令和６年４月１日から令和９年３月31日までの間に開始する各事業年度＞
（個人事業主は、令和７年から令和９年までの各年が対象）

前年度比＋１０％

⇒ 税額控除率を

５%上乗せ

プラチナくるみん
ｏｒ

プラチナえるぼし

⇒ 税額控除率を５%上乗せ

中
堅
企
業
向
け(

新
設)

継続雇用者の
給与等支給額（前年度比）

税額控除率※ 1

＋３％ １０％

＋４％ ２５％

前年度比＋１０％

⇒ 税額控除率を

５%上乗せ

プラチナくるみん
ｏｒ

えるぼし三段階目以上

⇒ 税額控除率を５%上乗せ

中
小
企
業
向
け

・適用対象：青色申告書を提出する中小企業者等（資本金１億円以下の法人、農業協同組合等）又は

従業員数1,000人以下の個人事業主

全雇用者の
給与等支給額（前年度比）

税額控除率※ 1

＋１．５％ １５％

＋２．５％ ３０％

前年度比＋５％

⇒ 税額控除率を

１０%上乗せ

くるみん以上
ｏｒ

えるぼし二段階目以上

⇒ 税額控除率を５%上乗せ

中小企業は、賃上げを実施した年度に控除しきれなかった金額の５年間の繰越しが可能※ ５（新設）

大企業向け
中堅企業向け
はこちら

中小企業向け
はこちら

賃上げ促進税制を強化！

必須要件（賃上げ要件） 上乗せ要件①
教育訓練費※ ２

上乗せ要件②（新設）
子育てとの両立・女性活躍支援

※１ 税額控除額の計算は、全雇用者の前事業年度から適用事業年度の給与等支給額の増加額に税額控除率を
乗じて計算。ただし、控除上限額は法人税額等の20％。

※２ 教育訓練費の上乗せ要件は、適用事業年度の教育訓練費の額が適用事業年度の全雇用者に対する給与等
支給額の0.05％以上である場合に限り、適用可能。

※３ 「資本金10億円以上かつ従業員数1,000人以上」又は「従業員数2,000人超」のいずれかに当てはまる企
業は、マルチステークホルダー方針の公表及びその旨の届出を行うことが必要。それ以外の企業は不要。

※４ 資本金10億円以上かつ従業員数1,000人以上の企業は、マルチステークホルダー方針の公表及びその旨の
届出が必要。

※５ 繰越税額控除をする事業年度において、全雇用者の給与等支給額が前年度より増加している場合に限り、
適用可能。



中小企業は、要件を満たす賃上げを実施した年度に控除しきれなかった金額
の５年間の繰越しが可能となりました。

・給与等支給額
国内雇用者（法人又は個人事業主の使用人のうちその法人又は個人事業主の国内に所在する事業所につき作成された賃金台帳に記載された者をい

います。パート、アルバイト、日雇い労働者も含みますが、使用人兼務役員を含む役員及び役員の特殊関係者、個人事業主と特殊の関係のある者は
含まれません。）に対する給与等（俸給・給料・賃金・歳費及び賞与並びに、これらの性質を有する給与（所得税法第28条第1項に規定する給与所
得）をいいます。退職金など、給与所得とならないものについては、原則として給与等に該当しません。）の支給額をいいます。ただし、給与等に
充てるため他の者から支払を受ける金額がある場合には、当該金額を控除します。

・継続雇用者の給与等支給額 【大企業向け・中堅企業向け】
継続雇用者（前事業年度及び適用年度の全ての月分の給与等の支給を受けた国内雇用者であって、前事業年度及び適用年度の全ての期間において

雇用保険の一般被保険者であり、かつ前事業年度及び適用年度の全てまたは一部の期間において高年齢者雇用安定法に定める継続雇用制度の対象と
なっていない者を指します。）に対する給与等支給額をいいます。

・教育訓練費
国内雇用者の職務に必要な技術又は知識を習得させ、又は向上させるために支出する費用のうち一定のものをいいます。具体的には、法人が教育

訓練等を自ら行う場合の費用（外部講師謝金等、外部施設使用料等）、他の者に委託して教育訓練等を行わせる場合の費用（研修委託費等）、他の
者が行う教育訓練等に参加させる場合の費用（外部研修参加費等）などをいいます。

・子育てとの両立・女性活躍支援
プラチナくるみん認定・くるみん認定、プラチナえるぼし認定・えるぼし認定の取得方法や概要については、厚生労働省HPを御確認ください。

・中小企業者等 【中小企業向け】
青色申告書を提出する者のうち、以下に該当するものを指します。

（１）以下のいずれかに該当する法人
（ただし、前3事業年度の所得金額の平均額が15億円を超える法人は本税制適用の対象外）
①資本金の額又は出資金の額が１億円以下の法人

ただし、以下の法人は対象外
• 同一の大規模法人（資本金の額若しくは出資金の額が１億円超の法人、資本若しくは出資を有しない法人のうち常時使用する従業員数が

1,000人超の法人又は大法人（資本金の額又は出資金の額が5億円以上である法人等）との間に当該大法人による完全支配関係がある法人
等をいい、中小企業投資育成株式会社を除きます。）から２分の１以上の出資を受ける法人

• ２以上の大規模法人から３分の２以上の出資を受ける法人
②資本又は出資を有しない法人のうち常時使用する従業員数が1,000人以下の法人

（２）協同組合等（中小企業等協同組合、出資組合である商工組合等※）
※協同組合等に含まれる組合は、農業協同組合、農業協同組合連合会、中小企業等協同組合、出資組合である商工組合及び商工組合連合会、

内航海運組合、内航海運組合連合会、出資組合である生活衛生同業組合、漁業協同組合、漁業協同組合連合会、水産加工業協同組合、水産
加工業協同組合連合会、森林組合並びに森林組合連合会です。

本紙内容は令和５年12月の政府決定時点のもので、今後の国会審議等を踏まえて施策内容が変更となる可能性があります。
詳細については、租税特別措置法等が成立し制度内容が確定し次第、令和６年５月頃を目途にHP（表面QRコード）に公表します。

繰越控除措置のイメージ

用語の説明

未控除額
１５０

法人税
控除上限額

３００

繰越控除額
３００

税額控除額450を
翌年度以降に繰越し

・未控除額450のうち、控除上限額
までの300をX+3年度で控除

・控除上限額を超過する150を翌年
度以降に繰越し

X年度
（赤字）

X＋１年度
X＋２年度
（赤字）

X＋３年度
（黒字）

X＋４年度
X＋５年度
（黒字）

繰越し

繰越し

未控除額
４５０

法人税額

０

法人税額

０

法人税額

1,500
⇒控除上限額＝300

(法人税額の20％)

税額控除
なし

賃上げ額

1,500（前年度から
2.5％以上増加）

⇒税額控除額＝450
(賃上げ額の30％)

繰越控除額
１５０

プラチナくるみん認定
くるみん認定
はこちら

プラチナえるぼし認定
えるぼし認定
はこちら



令和５年度 令和６年度

賃金要件

生産量要件

物価高騰等要件

車・PCなど

関連する経費

業務改善助成金は、事業場内で最も低い賃金（事業場内最低賃金）を30円以上引き上げ、生産

性向上に資する設備投資等を行った場合に、その設備投資等にかかった費用の一部を助成する制

度です。

令和６年度も引き続き助成金の受付を実施しますが、一部変更しましたので、ご注意下さい。

令和６年度業務改善助成金の一部変更のお知らせ

引き続き実施

変更点

① 賃金要件 申請事業場の事業場内最低賃金が950円未満である事業者

② 物価高騰等要件
原材料費の高騰など社会的・経済的環境の変化等の外的要因により、申請前3か月間

のうち任意の1か月の利益率が前年同月に比べ3％ポイント※以上低下している事業者
※「％ポイント（パーセントポイント）」とは、パーセントで表された2つの数値の差を表す単位です。

（参考①）
令和６年度の特例事業者は、以下の①～②のいずれかの要件に当てはまる中小企業事業者となります。

引き続き実施

令和５年度限り

引き続き実施

令和５年度限り
経費の特例

１．特例事業者要件
新型コロナウイルスの影響を受けた事業者向けの「生産量要件」
が終了（賃金要件と物価高騰等要件は引き続き継続）

２．経費の特例
「生産量要件」又は「物価高騰等要件」の事業者に認められてい
た「関連する経費」が終了（車・PCなどの導入は引き続き実施）

３．申請回数 令和６年度中に可能な申請回数は１回まで※

４．賃金引上げ方法
事業場内最低賃金の引上げは１回のみ（複数回の引上げは助成対
象外）

５．申請期限 令和６年12月27日まで

６．事業完了期限 令和７年１月31日まで

※ 令和６年３月31日までに申請いただき、令和６年４月１日以降に交付決定を受けた事業者は、令和５年度に申請され

たものとして扱われますので、令和６年度にも申請可能です。

令和６年度における特例事業者の要件と対象経費は以下のとおりです。

特例事業者に関する注意点

特
例
事
業
者



５月１日に30円以上引き上げていただくと
助成対象となります。

５月１日に30円以上引き上げていただく
か、５月１日の10円引上げはそのままに、
９月１日に30円以上引き上げていただく
と助成対象となります。

（R６.３）

ご不明な点は、下記の業務改善助成金コールセンターまでお問い合わせください。

電話番号：0120-366-440（受付時間 平日 8:30～17:15）

その他詳細は厚生労働省ウェブサイトをご覧ください。

お問い合わせ

「４．賃金引上げ方法」のとおり、事業場内最低賃金の複数回に分けての引き上げは助成対
象外となりました。申請に当たっては、特に以下の点にご注意ください。

賃金引上げに関する注意点

交付申請書等の提出先は管轄の都道府県労働局 雇用環境・均等部（室）です

５月１日に1,000円から1,010円に引上げ、９月１
日に1,010円から1,030円に引上げを実施し、合算
して30円コースを申請したい。

（例）地域別最低賃金が970円、事業場内最低賃金1,000円の事業場が４月15日に申請する場合

対象外

５月１日に1,000円から1,025円に引上げ、９月１
日に1,025円から1,060円に引上げを実施し、合算
して60円コース又は２回目の賃上げで30円コース
を申請したい。

対象外
５月１日と９月１日もともに30円以上の
引上げがされていないので、引上げコー
ス区分を満たす賃上げとは認められませ
ん。

５月１日は30円以上の引上げがされておらず、
かつ地域別最低賃金と事業場内最低賃金の差
額が50円を超えたため、９月１日に30円以
上引き上げていただいても対象外となります。

地域別最賃から50円以内ゾーン
970円

5/1

1,000円

1,025円

1,060円

25円アップ

35円アップ

1,020円

一度目の賃上げは要件を満たさないため対象外。
また、その際に地域別最賃から50円を超えたため、

後の賃上げが要件を満たすものでも対象外。

★
4/15
申請

9/1

地域別最賃から50円以内ゾーン
970円

5/1

1,000円

1,010円

1,030円

10円アップ

20円アップ
1,020円

複数回に分けて実施した賃
上げは合算しません。

★
4/15
申請

9/1

また、変更後の特例事業者に該当する場合、以下の特例措置を受けることができます。

一般事
業者

特例事業者

①賃金要件
②物価高騰
等要件

引上げ人数関係 引上げ人数10人以上の区分の利用 × ○ ○

助成対象経費

関係

生産性向上に資する設備投資等 ○ ○ ○

生産性向上に資する設備投資等のうち、

• 定員７人以上または車両本体価格200万円以下の乗用自動車や貨物自動車

• PC、スマホ、タブレット等の端末と周辺機器の新規導入

× × ○

助成対象となるには？ 助成対象となるには？

業務改善助成金 検 索

対象！ 対象！



令和６年度業務改善助成金のご案内

業務改善助成金は、事業場内で最も低い賃金（事業場内最低賃金）を30円以上引き上げ、生産性向

上に資する設備投資等を行った場合に、その設備投資等にかかった費用の一部を助成する制度です。

申請期限：令和６年12月27日
（事業完了期限：令和７年１月31日）

事業場内最低賃金

の引き上げ計画

設備投資等の計画
機械設備導入､コンサルティン

グ､人材育成･教育訓練など

業務改善助成金を支給

（最大600万円）

業務改善助成金とは？

対象となる設備投資など

助成上限額や助成率などの

詳細は中面をチェック！

助成対象事業場における、生産性向上に資する設備投資等が助成の対象となります。

また、一部の事業者については、助成対象となる経費が拡充されます。

経 費 区 分 対 象 経 費 の 例

機器・設備の導入
• POSレジシステム導入による在庫管理の短縮
• リフト付き特殊車両の導入による送迎時間の短縮

経営コンサルティング 国家資格者による、顧客回転率の向上を目的とした業務フロー見直し

その他 顧客管理情報のシステム化

対象事業者・申請の単位

※ 事業場内最低賃金の引上げ計画と設備投資等の計画を立てて申請いただき、交付決定後に計画どおりに事業を進め、事

業の結果を報告いただくことにより、設備投資等にかかった費用の一部が助成金として支給されます。

• 中小企業・小規模事業者であること

• 事業場内最低賃金と地域別最低賃金の差額が50円以内であること

• 解雇、賃金引き下げなどの不交付事由がないこと

以上の要件を満たした事業者は、事業場内最低賃金の引上げ計画と設備投資等の計画を立て、

（工場や事務所などの労働者がいる）事業場ごとに申請いただきます。

申請の流れや注意事項は

裏面をチェック！

助成対象経費の具体例について、詳しくは、リーフレット中面（生産性向上のヒント集）をご覧ください。

別々に

申請

助成金額の計算方法

助成される金額は、生産性向上に資する設備投資等にかかった費用に一定の助成率をかけた金額と

助成上限額とを比較し、いずれか安い方の金額となります。

＜例＞

○事業場内最低賃金が898円

→助成率9/10

○8人の労働者を988円まで引上げ（90円コース）

→助成上限額450万円

○設備投資などの額は600万円

540万円
(＝600万円×9/10)

450万円
(＝助成上限額)

＞

450万円が支給されます。

（設備投資費用×助成率） （90円コースの助成上限額）

工場A 事務所B

計画の承認
と実施



助成上限額・助成率

コース

区分

事業場内

最低賃金の

引き上げ額

引き上げる

労働者数

助成上限額

右記以外

の事業者

事業場規模

30人未満の

事業者

30円
コース

30円以上

１人 3 0 万円 6 0万円

２～３人 5 0 万 円 9 0万 円

４～６人 7 0 万 円 1 0 0万 円

７人以上 1 0 0 万 円 1 2 0万 円

10人以上※ 1 2 0 万 円 1 3 0万 円

45円
コース

45円以上

１人 4 5 万円 8 0万円

２～３人 7 0 万 円 1 1 0万 円

４～６人 1 0 0 万 円 1 4 0万 円

７人以上 1 5 0 万 円 1 6 0万 円

10人以上※ 1 8 0 万 円 1 8 0 万 円

60円
コース

60円以上

１人 6 0 万円 1 1 0万円

２～３人 9 0 万 円 1 6 0万 円

４～６人 1 5 0 万 円 1 9 0万 円

７人以上 2 3 0 万 円 2 3 0 万 円

10人以上※ 3 0 0 万 円 3 0 0 万 円

90円
コース

90円以上

１人 9 0 万 円 1 7 0万 円

２～３人 1 5 0 万 円 2 4 0万 円

４～６人 2 7 0 万 円 2 9 0万 円

７人以上 4 5 0 万 円 4 5 0 万 円

10人以上※ 6 0 0 万 円 6 0 0 万 円

助成上限額

900円未満 9/10

900円以上
950円未満

４/５(9/10)

950円以上 ３/４(4/5)

（ ）内は生産性要件を満たした事業場の場合

※ 10人以上の上限額区分は、特例事業者が、10人以上の労働者の賃金を引き上げる

場合に対象になります。

▶ 事業場内最低賃金である労働者

▶ 事業場内最低賃金である労働者の賃金を引き上げることにより、賃金額が追い抜かれる労働者

が「引き上げる労働者」に算入されます。

（ただし、いずれも申請コースと同額以上賃金を引き上げる必要があります。）

＜例：事業場内最低賃金950円の事業場で30円コースを申請する場合＞

Ａ：事業場内最低賃金である労働者なので、「引き上げる労働者」に算入可

Ｂ：申請コース以上賃金を引き上げていないので、算入不可

Ｃ：Ａに賃金額が追い抜かれる労働者であり、かつ、申請コース以上賃金を引き上

げているので、算入可

Ｄ：既に引上げ後の事業場内最低賃金以上なので、算入不可

助成率

「引き上げる労働者数」の数え方

①
賃金
要件

申請事業場の事業場内最低賃金が950
円未満である事業者

②
物価
高騰等
要件

原材料費の高騰など社会的・経済的環

境の変化等の外的要因により、申請前

３か月間のうち任意の１か月の利益率

が前年同月に比べ３％ポイント※以上

低下している事業者

特例事業者

※「％ポイント（パーセントポイント）」とは、パーセ

ントで表された２つの数値の差を表す単位です。

以下の要件に当てはまる場合が特例事業者と
なります。なお、②に該当する場合は、助成
対象経費の拡充も受けられます。

＜事業場内最低賃金とは？＞

事業場で最も低い時間給を指します。

（ただし、業務改善助成金では、雇入

れ後３か月を経過した労働者の事業場

内最低賃金を引き上げていただく必要

があります。）

事業場内最低賃金の計算方法は、地域

別最低賃金（国が例年10月頃に改定す

る都道府県単位の最低賃金額）と同様、

最低賃金法第４条及び最低賃金法施行

規則第１条又は第２条の規定に基づい

て算定されます。

ご不明点があれば、管轄の労働局雇用

環境・均等部室または賃金課室までお

尋ねください。

物価高騰等要件に該当する事業者は、一定の
自動車の導入やパソコン等の新規導入が認め
られる場合がございます。詳しくはP3の
「助成対象経費の特例」をご覧ください。



賃金引き上げに当たっての注意点

助成対象経費の具体例

助成対象経費の具体例は、「生産性向上のヒント集」や厚生労働省ウェブサイトに掲載されています。

生産性向上のヒント集 検 索

• 地域別最低賃金の発効に対応して事業場内最低賃金を引き上げる場合、発効日の前日までに引き上げて
いただく必要があります。

• 引き上げ後の事業場内最低賃金額と同額を就業規則等に定めていただく必要がございます。
• 令和６年度より、複数回に分けての事業場内最低賃金の引上げは認められなくなりましたので、ご注意
ください。

（例）10月1日に新しい地域別最低賃金（1,000円→1,050円）が発効される場合

発効日の前日（9月30日）までに事

業場内最低賃金の引き上げ（1,005

円→1,050円）を完了（※）

発効日の当日（10月１日）に

事業場内最低賃金の引き上げ

（1,005円→1,050円）を実施
対象外対象！

助成対象経費の特例

特例事業者のうち、②物価高騰等要件に該当する場合、通常は、助成対象となる生産性向上に資する設

備投資等として認められていないパソコン等や一部の自動車も助成対象となります（パソコン等は新規

導入に限ります）。

助 成 対 象 経 費
一般
事業者

特例事業者
（②のみ）

生産性向上に資する設備投資等 〇 〇

生産性向上に資する設備投資等のうち、

• 定員７人以上または車両本体価格200万円以下の乗用自動車や貨物自動車

• PC、スマホ、タブレット等の端末と周辺機器の新規導入

× 〇

※ 併せて、就業規則等に事業場内最低賃金が1,050円である

旨、定めていただく必要があります。



注意事項・お問い合わせ等

業務改善助成金 検 索

• 過去に業務改善助成金を活用した事業者も助成対象となります。

• 予算の範囲内で交付するため、申請期間内に募集を終了する場合があります。

• 交付決定前に助成対象設備の導入を行った場合は助成の対象となりません。

• 必ず最新の交付要綱・要領で助成要件をご確認ください。

（参考）働き方改革推進支援資金

日本政策金融公庫では、事業場内最低

賃金の引き上げに取り組む方に、設備

資金や運転資金の融資を行っています。

詳しくは、事業場がある都道府県の日

本政策金融公庫の窓口にお問い合わせ

ください。

日本政策金融公庫
店舗検索

（R６.３）

交付申請書等の提出先は管轄の都道府県労働局 雇用環境・均等部（室）です

• 生産量要件や関連する経費が終了しました。

• 事業完了期限が、2025（令和７）年１月31日※になりました。

※やむを得ない事由がある場合は、理由書の提出により、2025（令和７）年３月31日とできる場合がございます。

• 令和６年度から同一事業場の申請は年１回までとなりました。

助成金支給の流れ

事業場所在地を管轄する都道府県労働局に対し、所定の様式で交付申請を行っていただきます。

労働局による申請内容の審査を経て交付決定がなされたら、申請内容に沿って事業を実施してください。

事業完了後、労働局に事業実績報告と助成金支給申請を行っていただくと、労働局による報告内容の審

査を経て、助成金が支給されます。

注意事項

令和５年度からの主な変更点

参考ウェブサイト

• 厚生労働省ウェブサイト「業務改善助成金」

最新の要綱・要領やQ&A（「生産性向上のヒント集」）、

申請書作成ツールや業務改善助成金の活用事例集などを掲載しています。

• 最低賃金特設サイト

全国の地域別最低賃金や中小企業支援事業について掲載しているほか、

サイト内の「賃金引き上げ特設ページ」では、賃金引き上げに向けた取

組事例などを紹介しています。

お問い合わせ

最低賃金特設サイト 検 索

業務改善助成金についてご不明な点は、業務改善助成金コールセンターまでお問い合わせください

電話番号：0120-366-440（受付時間 平日 8:30～17:15）

交付申請

交付申請書・事業実施

計画書等を

都道府県労働局に提出

交付決定

交付申請書等を

審査の上、通知

事業の実施

申請内容に沿って

事業を実施

（賃金の引き上げ、設備の

導入、代金の支払）

事業実績報告

労働局に事業実績報告

書等と助成金支給申請

書を提出

交付額確定と助成金支払い

事業実績報告書等を審査し、

適正と認められれば交付額の確定

と助成金の支払いを実施

助成金受領

ここで助成金が

振り込まれます



２ 事業の概要・スキーム

コース名／コース内容

１ 事業の目的

働き続けながら子育てや介護等を行う労働者の雇用の継続を図るための就業環境整備に取り組む事業主に対して両立支援等助成金を支給することにより、仕事
と育児・介護等の両立支援に関する事業主の取組を促進し、労働者の雇用の安定を図る。

支給額（休業取得/制度利用者１人当たり） 加算措置／加算額
＜出生時両立支援コース＞
①第１種

１人目で雇用環境整備措置を４つ実施した場合
10万円加算
②第２種

第１種受給時にプラチナくるみん認定事業主であった場合
15万円加算

育児休業等支援コース

育児休業の円滑な取得・復帰支援の取組を行い、「育休復帰支援

プラン」に基づき３か月以上の育休取得・復帰

制度２つ導入し、対象者が制度利用 20万円

制度３つ以上導入し、対象者が制度利用 25万円

出生時両立支援コース

男性労働者が育児休業を取得しやすい雇用環境整備・業務体制整

備を行い、子の出生後８週以内に育休開始

育休中等業務代替支援コース

育児休業や育児短時間勤務期間中の業務体制整備のため、業務

を代替する周囲の労働者への手当支給や、代替要員の新規雇用

（派遣受入含む）を実施

①育児休業中の手当支給

最大125万円

②育短勤務中の手当支給
最大110万円

③育児休業中の新規雇用

最大67.5万円

・業務体制整備経費：５万円

（育休１月未満 ２万円）

・業務代替手当：支給額の3/4

※上限10万円/月、12か月まで

・業務体制整備経費：２万円
・業務代替手当：支給額の3/4
※上限３万円/月、子が３歳になるまで

代替期間に応じ以下の額を支給
・最短：７日以上：９万円
・最長：６か月以上：67.5万円

柔軟な働き方選択制度等支援コース(仮称)

育児期の柔軟な働き方に関する制度等を導入した上で、「育児

に係る柔軟な働き方支援プラン（仮称）」により制度利用者を支

援

介護離職防止支援コース

「介護支援プラン」に基づき円滑な介護休業の取得・復帰や介

護のための柔軟な就労形態の制度利用を支援

介護休業 ➀休業取得時 30万円

②職場復帰時 30万円

介護両立支援制度 30万円

個別周知・環境整備加算 休業①/両立支援制度に15万円加算

業務代替支援加算 休業②に新規雇用20万円加算
手当支給等5万円加算

※１年度５人まで

※休業、両立支援制
度それぞれで１年度
５人まで

※①～③合計で１年度10人まで、初回から５年間 ＜各コース共通＞

育児休業等に関する情報公表加算
申請前の直近年度に係る下記①～③の情報を「両立支援のひろば」サイ
ト上で公表した場合、２万円加算
対象の情報：①男性の育児休業等取得率、②女性の育児休業取得率、③
男女別の平均育休取得日数
※出生時両立支援コース（第２種）以外が対象。各コースごと１回限り。

＜育休中等業務代替支援コース＞
プラチナくるみん認定事業主は、①③を以下の通り割増。

①育児休業中の手当支給
業務代替手当の支給額を4/5に割増

③育児休業中の新規雇用

代替期間に応じた支給額を割増

最大82.5万円
・最短：７日以上：11万円

・最長：６か月以上：82.5万円

※中小企業事業主のみ対象。国（都道府県労働局）で支給事務を実施
※支給額・加算措置の赤字・下線が新規・拡充箇所

育児休業

育児期の
働き方

介護との
両立 ➢ 対象労働者への個別周知・雇用環境整備の実施

➢ 休業取得者の業務代替体制の整備

育休取得者/制度利用者が有期雇用労働者の場合
①～③に10万円加算（１か月以上の場合のみ）

①第１種（男性の育児休業取得）

➁第２種（男性育休取得率の上昇等）

➀育休取得時 30万円

②職場復帰時 30万円

➢ 第１種受給年度と比較し男性育休取得率

（％）が30ポイント以上上昇した場合等

１年以内達成：60万円

２年以内達成：40万円

３年以内達成：20万円

１人目 20万円

２～３人目 10万円

※無期雇用者、
有期雇用労働者各１人限り

➢ 対象労働者が子の出生後８週以内に育休開始

➢ プランに基づき３か月以上の休業取得

➢ 育休から復帰後、継続雇用

両立支援等助成金（令和６年度）

不妊治療両立支援コース

不妊治療のために利用可能な休暇制度・両立支援制度を利用し

やすい環境整備に取り組み、労働者が制度を利用

環境整備、休暇の取得等 30万円

長期休暇の加算

１事業主当たり、30万円※１回限り

不妊治療
との両立

➢ 対象労働者が５日（回）以上制度を利用 ➢ 労働者が休暇制度を連続20日以上取得し、原職に復帰後３か月以上継続勤務

※環境整備、休暇の取得等の対象者が連続20日以上休暇取得する場合に対象



変更前 変更後

支給
内容

・連続５日以上の育児休業、雇用環境整備
措置を２つ以上実施：20万円
※１事業主あたり１回限り

・１人目（連続５日以上の育児休業、雇用環境整備措置
を２つ以上実施）：20万円
★措置を４つ以上実施した場合、30万円に増額

・２人目（連続10日以上の育児休業、雇用環境整備措
置を３つ以上実施）：10万円

・３人目（連続14日以上の育児休業、雇用環境整備措
置を４つ以上実施）：10万円

令和６（2024）年度 両立支援等助成金の

制度変更予定等をお知らせします

事業主の皆さまへ

「両立支援等助成金」は、仕事と育児・介護等が両立できる“職場環境づくり”を行う中小企業事業主を支援する制
度です。令和６年度からの拡充・見直し予定等をお知らせします。
（令和６年度予算の成立および厚生労働省令の改正が実施の前提であり、今後変更の可能性があります）

第１種＜男性労働者の育児休業取得＞について、支給対象労働者数を３人までに拡充します。

第１種＜男性労働者の育児休業取得＞（拡充）

＜裏面へ続く＞

1 出生時両立支援コース（子育てパパ支援助成金）

令和６年１月より制度を開始しており、引き続き、同様の内容で実施します。

手当支給等（育児休業）/ 手当支給等（短時間勤務）/ 新規雇用（育児休業）

２ 育休中等業務代替支援コース

変更前 変更後

支給
内容

第１種の受給後、育児休業取得率（％）が
・１年以内に30ポイント以上上昇：60万円
・２年以内に30ポイント以上上昇等：40万円
・３年以内に30ポイント以上上昇等：20万円

第１種（１人目）の受給後、育児休業取得率（％）が
・１年以内に30ポイント以上上昇：60万円
・２年以内に30ポイント以上上昇等：40万円
・３年以内に30ポイント以上上昇等：20万円
★プラチナくるみん認定事業主の支給額を15万円加算
※第１種（１人目）の育児休業終了前の認定に限る

第２種＜男性の育児休業取得率の上昇等＞について、プラチナくるみん認定事業主への加算措置を新設します。

第２種＜男性の育児休業取得率の上昇等＞（拡充）

※育児休業は、子の出生後８週間以内に開始し、かつ所定労働日が一定日数以上含まれている必要があります。
※産後パパ育休の申出期限を２週間前より長く設定している事業主は、実施措置数が１つ増加します（一部除く）。

制度 対象となる場合 支給額

手当支給等
（育児休業）

育児休業取得者の業務を代
替する周囲の労働者に手当
を支給した場合

以下①②の合計額を支給（最大125万円）
①業務体制整備経費：５万円（育休１か月未満：２万円）
②手当支給総額の3/4 ※上限10万円/月、12か月まで
（プラチナくるみん認定事業主は4/5に割増）

手当支給等
（短時間勤務）

育児のための短時間勤務中
の業務を代替する周囲の労
働者に手当を支給した場合

以下①②の合計額を支給（最大110万円）

①業務体制整備経費：２万円
②手当支給総額の3/4 ※上限３万円/月、子が３歳になるまで

新規雇用
（育児休業）

育児休業取得者の代替要
員を新規雇用（派遣受入
含む）で確保した場合

代替期間に応じた額を支給
最短：７日以上14日未満 ９万円
最長：６か月以上 67.5万円
（プラチナくるみん認定事業主は支給額を加算）

※対象労働者数や初回からの支給年数に上限があります。

※一定の場合に支給額の加算があります。（有期雇用労働者加算、育児休業等に関する情報公表加算）



３ 柔軟な働き方選択制度等支援コース（仮称、新設）

両立支援等助成金 厚生労働省 検 索

◎その他詳しい支給の要件や手続、支給申請期間については、制度決定後（４月以降）に、厚生労働省のHPを

ご参照いただくか、本社等所在地を管轄する都道府県労働局（申請先）へお問い合わせください。

2024年３月作成

新型コロナウイルス感染症対応特例の終了

介護離職防止支援コース（新型コロナウイルス感染症対応特例）及び育児休業等支援コース（新型コロナウイル
ス感染症対応特例）については、令和５年度限りで制度を終了します。
※令和６年３月31日までに対象労働者が休暇を取得した場合までが対象となる予定です。

育児休業等支援コース（職場復帰後支援）の廃止

育児休業等支援コース（職場復帰後支援）については、選べる働き方制度支援コース（仮称）の新設に伴い、
令和５（2023）年度限りで制度を廃止します。
※令和６年３月31日までに対象労働者が育児休業から職場復帰した場合までが対象となる予定です。

主な要件 ①育児を行う労働者の柔軟な働き方を選択できる制度（柔軟な働き方選択制度等。下記Ａ～Ｅ

から２つ以上）を導入する

②「育児に係る柔軟な働き方支援プラン」（※）により、柔軟な働き方に関する制度の利用
及び利用後のキャリア形成を円滑にすることを支援する方針を社内周知する
（※）「育児に係る柔軟な働き方支援プラン」：育児を行う労働者が、柔軟な働き方に関する制度の利用や利
用終了後のキャリア形成を円滑に行うことができるようにするため、事業主が労働者ごとに作成する計画

③助成金の対象労働者（制度利用者）と面談を実施し、「面談シート」に記録する

④面談結果を踏まえ、制度利用者の「育児に係る柔軟な働き方支援プラン」を作成する

⑤開始から６か月間で柔軟な働き方を可能とする制度を、下記の基準以上利用

柔軟な
働き方
選択制
度等

※異なる制
度を同一期
間に利用し
た場合、利
用実績を合
算することは
不可

制度名称 導入すべき主な内容 利用実績の基準

A 始業
終業時
刻の変
更等

フレックスタイム制 日々の始業・終業時刻や労働時間を労
働者が決定

合計20日以上利用

時差出勤制度 始業・終業時刻の1時間以上の繰り上げ
または繰り下げ

合計20日以上利用

B 育児のためのテレワーク等 自宅等での勤務を可能とする
勤務日の半数以上利用可能
時間単位で利用可能

合計20日以上利用

C 短時間勤務制度 所定労働時間を１日１時間以上短縮
６時間とする以外の短縮時間も利用可

合計20日以上利用

Ｄ 保育サービスの手配・費用補
助制度

労働者の子に対する一時的な保育サー
ビスを手配し、当該サービスの利用に係る
費用の全部または一部を補助

負担額の5割以上かつ３
万円以上
または10万円以上の補助

Ｅ 子の
養育の
ための有
給休暇

子の養育を容易にす
るための休暇制度

有給、年10日以上取得可能、時間単
位取得可能な休暇制度

合計20時間以上取得

法を上回る子の看護
休暇制度

法定の子の看護休暇制度を上回るもの
として、有給、年10日以上取得可能、
時間単位取得可能な休暇制度

合計20時間以上取得

助成額 柔軟な働き方選択制度等を２つ導入し、対象労働者が制度を利用 20万円
柔軟な働き方選択制度等を３つ以上導入し、対象労働者が制度を利用 25万円
※１年度あたり１事業主５人まで対象
※育児休業等に関する情報公表加算（１回限り、２万円）の適用あり。

育児を行う労働者が柔軟な働き方を選択できる制度の利用支援

４ その他の変更内容



アルバイトの
労働条件を確かめよう！
〜キャンペーン実施中〜

令和6年 4月1日〜7月 31日

アルバイトの
労働条件を確かめよう！
〜キャンペーン実施中〜

令和6年 4月1日〜7月 31日

事業主の皆さんへ

１

２

３

４

５

アルバイトを雇うときに、 書面で
労働条件を示していますか？

※労働者が希望した場合には、 メール等 (プリントできるもの ) での明示も可能です

勤務シフトは適切に設定されていますか？
（学生の場合は、 学業と両立できるよう
配慮していますか？）

アルバイトについても、 労働時間を
適正に把握していますか？

アルバイトに、 商品を強制的に
購入させたりしていませんか？

アルバイトの遅刻や欠勤に対して、
あらかじめ損害賠償額などを
定めたりしていませんか？

ポータルサイト 確かめよう労働条件
労働条件の悩み解消に役立つ情報 詳しくは

コチラ
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☎ 0120-811-610　無料
月〜金 ： 17 時〜22 時
土 ・ 日 ・ 祝日 ： 9 時〜21 時

学業とアルバイトが両立できるようなシフトを適切に設定しましょう２

学生アルバイトの労働時間を適切に把握する必要があります３

商品を強制的に購入させることはできません
また、 一方的その代金を賃金から控除することもできません４

アルバイトの遅刻や欠勤等に対して、 あらかじめ損害賠償等を
定めることや労働基準法に違反する減給制裁はできません５

１ アルバイトを雇うときも、 書面による労働条件の明示が必要です

平日夜間 ・ 土日祝の相談は
労働条件相談ほっとラインへ！

■雇い始めてから、｢最初の話と違う｣といったトラブルが起こらないように、 会社から労働条件通知書などの書面を交付し、 労働条
　件を明示する必要があります。 特に次の 7 項目については必ず書面で明示しなければなりません。
■労働者が希望した場合には、 メール、 FAX 等 （印刷できるもの） による明示も可能です。
　①契約はいつまでか （労働契約の期間に関すること）
　②契約期間の定めがある契約を更新する際のきまり （更新の有無、 更新上限、 更新する場合の判断のしかたなど）
　③どこでどんな仕事をするのか （仕事をする場所、 仕事の内容、 これらの変更の範囲）
　④勤務時間や休みはどうなっているのか （仕事の始めと終わりの時刻、 残業の有無、 休憩時間、 休日・休暇、 交代制勤務のロー
　　テーションなど）
　⑤バイト代 （賃金） はどのように支払われるのか （バイト代の決め方、 計算と支払いの方法、 支払日）
　　※バイト代などの賃金は都道府県ごとに｢最低賃金｣が定められており、 これを下回ることはできません。
　　　また、 高校生アルバイトや雇入れ後の研修期間中も、 最低賃金額以上の賃金を支払う必要があります。
　⑥辞めるときのきまり （退職 ・ 解雇に関すること）
　⑦その契約期間内に労働者が労働契約法第 18 条第 1 項の無期転換申込みをすることができることとなる有期労働契約の締結の
　　場合においては、 無期転換申込みに関する事項及び無期転換後の労働条件

■大学生等に対するアルバイトに関する意識調査 （平成２７年厚生労働省実施） では、｢試験の準備期間や試験期間中に休めなかっ
　たり、 授業に出られないほどのシフトを入れられた、 または変更された｣といった回答がありました。
　学生は学業が本分であり、 学業とアルバイトが適切な形で両立できる環境を整えるよう配慮する必要があります。
■採用時に合意したシフトの変更などの労働契約の内容の変更については、 労働契約法第８条により労働者と使用者の合意が必要
　であり、 使用者が一方的に急なシフト変更を命じることはできません。

■アルバイトも、 労働日ごとの始業 ・ 終業時刻を確認し、 適正に記録する必要があります。
■就業を命じた業務に必要な準備や片付けの時間、 参加することが業務上義務づけられている研修 ・ 教育訓練を受講していた時
　間も労働時間となります。
■原則として労働時間の端数は１分でも切り捨てることはできません。
■アルバイトにも残業手当の支払いは必要です。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/roudouzikan/070614-2.html

■アルバイトが希望していないのに、 商品を強制的に購入させることはできません。 アルバイト本人が希望して商品を購入した場合
　でも、 賃金から、 労使協定なしに一方的に商品代金を差し引くことは、 労働基準法違反です。

■アルバイトの遅刻や欠勤などによる労働契約の不履行や不法行為に対して、 あらかじめ損害賠償額等を定めることはできません。
■遅刻を繰り返すなどにより職場の秩序を乱すなどの規律違反をしたことへの制裁として、 就業規則に基づいて、 本来受けるべき賃
　金の一部を減額する場合でもあっても無制限に減給することはできません。 １回の減給金額は平均賃金の１日分の半額を超えて
　はなりません。 また、複数にわたって規律違反をしたとしても、減給の総額が一賃金支払期における金額 （月給制なら月給の金額）
　の１０分の１以下でなくてはなりません。



アルバイトをする前に
知っておきたい７つのポイント

学生の皆さんへ学生の皆さんへ

１ アルバイトを始める前に、
労働条件を確認しましょう！

※メール等で労働条件通知書を
　もらうこともできます

２ バイト代は、 毎月決められ
た日に、 全額支払いが原則
です！

※希望していない商品の購入に
　応じる必要はなく、 その代金
　の一方的な賃金控除は禁止さ
　れています

３ アルバイトでも、 残業すれば
残業手当がでます！

※事業主は労働時間を適正に
　把握する必要があります

４ アルバイトでも、 条件を満た
せば、 有給休暇が取れます！

５ アルバイトでも、 仕事中の
けがは労災保険が使えます！ ６ アルバイトでも、 会社都合の

自由な解雇はできません！

７ 困った時は、 各地の
総合労働相談コーナー
に相談を！

平日夜間 ・土日祝の相談は
労働条件相談ほっとラインへ！
☎ 0120-811-610

こんなことで
困っていませんか？

ポータルサイト
確かめよう労働条件

詳しくはこちら！

令和 6 年4月1日〜7月31日

アルバイトの
労働条件を確かめよう！

〜キャンペーン実施中〜
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アルバイトのトラブル
こんなことで困っていませんか？

おかしい ！ と思ったら、 すぐに相談を

お近くの都道府県労働局、 労働基準監督署へ
総合労働相談コーナー ※４月〜７月に若者相談コーナーを設置
https://www.mhlw.go.jp/general/seido/chihou/kaiketu/soudan.html

平日夜間 ・ 土日祝の相談は
労働条件相談ほっとライン
月〜金 ： １７時〜２２時　土 ・ 日 ・ 祝日 ： ９時〜２１時

For concerns&questions about working conditions
Labour Standards Advice Hotline
Mon to Fri 17:00-22:00/Sat,Sun,National Holidays 9:00-21:00

☎ 0120-811-610　無料

時給が面接で
聞いたときの

金額と違う

代わりを
見つけないと

バイトを
辞めさせて
もらえない

一方的に
シフトを

変更される

開店の準備や
片付けの時間

の給料が
もらえない

お店が
忙しくて
休憩が

もらえない

売れ残った
商品の

買い取りを
強要される

日本語Multilingual
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早めに確認して安心！

労働条件明示事項が追加されます。明示のタイミングにもご注意ください。

「労働基準法施行規則」「有期労働契約の締結、更新及び雇止めに関する基準」が改正されました。

対象 明示のタイミング 新しく追加される明示事項

すべての
労働者

労働契約の締結時と
有期労働契約の更新時 1．就業場所・業務の変更の範囲

有期
契約

労働者

有期労働契約の
締結時と更新時

2．更新上限の有無と内容
(有期労働契約の通算契約期間または更新回数の上限)

＋更新上限を新設・短縮しようとする場合、
その理由をあらかじめ説明すること

無期転換ルールに基づく
無期転換申込権が

発生する契約の更新時

3．無期転換申込機会

無期転換後の労働条件

＋無期転換後の労働条件を決定するに当たり、
他の正社員等とのバランスを考慮した事項の
説明に努めること



第１章 就業場所・業務の変更の範囲

１．就業場所・業務の変更の範囲の書面明示…………………………………３

－対象となる労働者………………………………………………………３

－改正の内容、注意すべきポイント……………………………………３

労働条件通知書の記載例……………………………………………………４

コラム パートタイム・有期雇用労働者や派遣労働者の労働条件……６

巻末付録１ モデル労働条件通知書……………………………………………………………20

巻末付録２ 関係法令等（改正後）……………………………………………………………21

巻頭 はじめに（改正事項とその対象者）……………………………………………１

用語の解説など……………………………………………………………………２

目 次
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１．更新上限の書面明示と更新上限を新設・短縮する場合の説明…………７

－対象となる労働者………………………………………………………７
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第３章 無期転換に関する事項
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２．無期転換申込みに関する不利益取扱い……………………………………15

３．無期転換ルールにおける通算契約期間のリセット（クーリング）……16

４．無期転換ルールの対象者と特例……………………………………………17

５．労使間の意思疎通（労使コミュニケーション）…………………………17

コラム 多様な正社員………………………………………………………19

コラム 人材の定着・育成に向けて（事業者へ）………………………19

巻末付録３ 制度改正等について知りたい・困ったときの相談先…………………………22



１. 労働契約締結及び有期労働契約の契約更新のタイミング

雇入れ直後の就業場所・業務の内容に加え、

▶ 就業場所・業務の「変更の範囲」の明示

【改正労基則第５条第１項第１号の３】

ｚ働く方すべてに対して（有期契約労働者を含みます。）

巻
頭

１

▶詳細は
P３～

「労働基準法施行規則」（以下「労基則」）と「有期労働契約の締結、更新及び雇止めに

関する基準」（以下「雇止めに関する基準」）の改正に伴い、労働条件の明示事項等が変更

されることとなりました（2024年（令和６年）４月１日施行）。

これを機に、事業場の方や働く方ご自身でも、労働条件の明示事項やそのタイミング

について、改めて確認してみませんか。

２. 有期労働契約の締結時及び契約更新のタイミングごと

▶ 更新上限（有期労働契約の通算契約期間または更新回数の上限）

の有無とその内容の明示 【改正労基則第５条第１項第１号の２】

▶ 更新上限を新設・短縮する場合は、

その理由をあらかじめ（新設・短縮をする前のタイミングで）

説明することが必要になります。【改正雇止めに関する基準第１条】

有期労働契約で働く方に対して

３. 「無期転換申込権」が発生する有期労働契約の契約更新の

タイミングごと

労働基準法第15条に基づく労働条件の明示に加え、

▶ (1) 無期転換を申し込むことができる旨（無期転換申込機会）

の明示

＋

▶ (2) 無期転換後の労働条件明示【改正労基則第5条第５項・第６項】

▶ 無期転換後の賃金等の労働条件を決定するに当たって他の通常

の労働者（正社員等のいわゆる正規型の労働者及び無期雇用フルタイム労働者）

とのバランスを考慮した事項（例：業務の内容、責任の程度、異動の有無

・範囲など）の説明に努めなければならないことになります。

【改正雇止めに関する基準第５条】

▶詳細は
P７～

用語については次のページで解説します。

は じ め に （改正事項とその対象者）

▶詳細は
P９～



○ 同一の使用者（企業）との間で、有期労働契約が５年を超えて更新された場合、有期契約労働

者（契約社員、アルバイトなど）からの申し込みにより、無期労働契約に転換されるルールの

ことをいいます。有期契約労働者が使用者（企業）に対して無期転換の申し込みをした場合、

無期労働契約が成立します（使用者は無期転換を断ることができません）【労働契約法第18条】。

（例）契約期間１年場合：５回目の更新後の1年間に無期転換の申込権が発生します。

○ 無期転換ルールの適用を免れる意図をもって、無期転換申込権が発生する前の雇止めや契約期

間中の解雇等を行うことは、「有期労働契約の濫用的な利用を抑制し労働者の雇用の安定を図

る」という労働契約法第18条の趣旨に照らして望ましいものではありません。

無期転換ルール

○ 労働契約を結ぶ（更新の場合も含む）際、使用者が労働者に対し、契約期間、就業場所や業務、

労働時間や休日、賃金、退職などに関する事項を明示することです。

無期転換ルールにより無期労働契約が成立する際、無期転換後の労働条件を明示する必要があ

ります【労働基準法第15条】。

○ 労働条件のうち、特定の事項については、書面の交付による明示が必要です。なお、労働者が

希望した場合は、書面の交付によらず、ファクシミリの送信、電子メール等の送信により明示

することも可能です。

労働条件を明示する書面の様式は自由です。厚生労働省では、モデル様式を作成・公開してい

ますので、P20のモデル労働条件通知書やウェブサイトをご参照ください。

労働条件の明示

有期労働契約／無期労働契約

○ 有期労働契約とは、契約期間に定めのある労働契約のことをいいます。

１回の契約期間の上限は、原則として３年です。

なお、専門的な知識等を有する労働者、満60歳以上の労働者との労働契約については、

上限が５年となります【労働基準法第14条第１項】。

○ 無期労働契約とは、契約期間に定めのない労働契約のことをいいます。

なお、定年が定められている場合は、その年齢に達するまで雇用が継続されます。

巻
頭

２

＜用語の解説など＞

明示事項【労基則第5条】

①～⑥（昇給は除く）については、書面を交付して明示しなければなりません。

なお、⑦～⑭については、使用者がこれらに関する定めを設ける場合は、明示す
る必要があります。

①労働契約の期間
②期間の定めのある労働契約を更新する
場合の基準

③就業の場所及び従事すべき業務
④始業及び終業の時刻、休憩時間、休日等
⑤賃金、昇給
⑥退職

⑦退職手当
⑧臨時に支払われる賃金（退職手当を除く）、

賞与及び最低賃金額等
⑨労働者に負担させるべき食費、作業用品その他
⑩安全及び衛生
⑪職業訓練
⑫災害補償及び業務外の傷病扶助
⑬表彰及び制裁
⑭休職

５年

1年

無期労働
契約1年1年1年1年1年

無期転換申込権発生締
結
ま
た
は
更
新

転
換

更新 申込み更新 更新 更新 更新
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１ 就業場所・業務の変更の範囲

すべての労働者が対象となります。

（無期契約労働者だけでなく、パート・アルバイトや契約社員、派遣労働者、定年後に再

雇用された労働者などの有期契約労働者も含みます）

変更の範囲の明示が必要となるのは、2024年（令和６年）4月１日以降に契約締結・契約

更新をする労働者となります。
トラブル防止のため、制度改正以前から労働契約を結んでいる労働者についても、変更の範囲を明

示することを、検討してください。

対象となる労働者

▶ 改正によって追加される明示事項

改正の内容、注意すべきポイント

「就業場所と業務の変更の範囲」 について、労働契約の締結時と、有期労働契約の更新時

に、書面による明示が必要になります。

「就業場所と業務」とは、労働者が通常就業することが想定されている就業の場所と、労

働者が通常従事することが想定されている業務のことを指します。

配置転換や在籍型出向が命じられた際の配置転換先や在籍型出向先の場所や業務は含まれ

ますが、臨時的な他部門への応援業務や出張、研修等、就業の場所や従事すべき業務が一

時的に変更される際の、一時的な変更先の場所や業務は含まれません。

「変更の範囲」とは、今後の見込みも含め、その労働契約の期間中における就業場所や従

事する業務の変更の範囲のことをいいます。

労働者が情報通信技術を利用して行う事業場外勤務、いわゆるテレワークを雇入れ直後か

ら行うことが通常想定されている場合は、「雇入れ直後」の就業場所として、また、その

労働契約期間中にテレワークを行うことが通常想定される場合は、「変更の範囲」として

明示してください。具体的には、労働者の自宅やサテライトオフィスなど、テレワークが

可能な場所を明示するようにしましょう。

労働契約締結・更新時だけではなく、職業安定法上、労働者の募集を行うなどといった場
合にも、求職者に対して労働条件の明示が必要となります。追加される事項は、改正労基
則で追加となる、①就業場所の変更の範囲、②従事すべき業務の変更の範囲のほか、③有
期労働契約を更新する場合の基準（通算契約期間または更新回数の上限を含む）となります。

詳細はP22の厚生労働省ウェブサイトでご確認ください。

▶ 募集時等に明示すべき労働条件の追加【改正職業安定法施行規則第４条の２第３項】

１．就業場所・業務の変更の範囲の書面※明示
【改正労基則第5条第１項第１号の3】※労働者の希望によりメール等で明示が可能です。詳細はP2をご参照ください。
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４

労働条件通知書の記載例

「変更の範囲」の明示は、就業場所・業務がどの程度限定されるかにより記載が異なります。

下記は、限定の程度ごとの記載例ですので、雇用している労働者または働く皆さんご自身の

状況に近い例を参考にしてください。

記載の際には、P20のモデル労働条件通知書をご参照ください。

▶ 従事すべき業務

▶ 就業場所

（雇入れ直後）
本店及び労働者の自宅※

（変更の範囲）本店及び全ての支店、営業所、労働者
の自宅での勤務

（雇入れ直後）仙台営業所 （変更の範囲）会社の定める営業所

（雇入れ直後）広告営業 （変更の範囲）会社内での全ての業務

（雇入れ直後）原料の調達に関する業務 （変更の範囲）会社の定める業務

（雇入れ直後）店舗における会計業務 （変更の範囲）全ての業務への配置転換あり

① 就業場所・業務に限定がない場合

② 就業場所・業務の一部に限定がある場合

就業場所や業務の変更範囲が一定の範囲に限定されている場合は、その範囲を明確にしましょう。

▶ 就業場所

（雇入れ直後）東京本社 （変更の範囲）東京本社、大阪支社及び名古屋支社

（雇入れ直後）豊橋 （変更の範囲）愛知県内

（雇入れ直後）十三出張所 （変更の範囲）淀川区内

（雇入れ直後） 山科事業所

（変更の範囲）原則、京都市内
( た だ し 、 関 西圏 内に 事業 所が 新設 され た場 合、 希望 に応
じ て 当 該 事 業所 に異 動す るこ とが ある 。関 西圏 とは、京都
府 ・ 大 阪 府 ・兵 庫県 ・滋 賀県 ・奈 良県 ・和 歌山 県で あ
る 。 )

就業場所・業務に限定がない場合は、すべての就業場所・業務を含める必要があります。

「会社の定める○○」と記載するほか、変更の範囲を一覧表として添付することも考えられますが、

予見可能性の向上やトラブル防止のため、できる限り就業場所・業務の変更の範囲を明確にすると

ともに、労使間でコミュニケーションをとり、認識を共有することが重要です。

（雇入れ直後）
広島支店

（変更の範囲）海外（イギリス・アメリカ・韓国の3か
国）及び全国（東京、大阪、神戸、広島、高知、
那覇）への配置転換あり

※ あらかじめ就業規則でテレワークについて規定されているなど、テレワークを行うことが通常想

定されている場合は、就業場所としてテレワークを行う場所が含まれるように明示してください。

（雇入れ直後）福岡事務所及び
労働者の自宅※

（変更の範囲）会社の定める場所(テレワークを行う場
所を含む)
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▶ 従事すべき業務

（雇入れ直後）商品企画

（変更の範囲）本社における商品又は営業の企画業務、
営業所における営業所長としての業務
（ た だ し 、 出 向規 程に 従っ て出 向を 命じ るこ とが あり 、そ

の 場 合 は 出 向 先 の定 める 業務 ※）

※ いわゆる在籍出向を命じることがある場合であって、出向先での就業場所や業務が出向元の会社

での限定の範囲を超える場合には、その旨を明示するようにしてください。

（雇入れ直後）介護業務

（変更の範囲）介護業務、介護事務
( 介 護 業 務 と は、 入所 者の 着替 え、 食事 、入 浴及 び排 泄の
介 助 等 を 行 う も ので あり 、介 護事 務と はレ セプ トの 作成
等 介 護 業 務 に 関 連す る事 務作 業一 切を いう 。)

（雇入れ直後）施設警備 （変更の範囲）施設・交通警備等の警備業務

（雇入れ直後）運送 （変更の範囲）運送及び運行管理

③ 完全に限定（就業場所や業務の変更が想定されない場合）

▶ 就業場所

（雇入れ直後） 品川オフィス及び
「テレワーク就業規則」第5条に規定
する在宅勤務の就業場所

（変更の範囲）品川オフィス及び
「テレワーク就業規則」第５条に規定する
在宅勤務の就業場所

テレワーク就業規則

第4条 テレワーク勤務とは、サテライトオフィス勤務及び在宅勤務をいう。

第5条 在宅勤務とは、従業員の自宅又は自宅に準じる場所（会社が認めた場所に限る。）に

おいて情報通信機器を利用して業務を行うことをいう。

（雇入れ直後）旭川センター （変更の範囲）旭川センター

（雇入れ直後）金沢駅西通り店 （変更の範囲）変更なし

▶ 従事すべき業務

（雇入れ直後）ピッキング、商品補充 （変更の範囲）雇入れ直後の従事すべき業務と同じ

（雇入れ直後）理美容業務 （変更の範囲）理美容業務

雇い入れ直後の就業場所・業務から変更がない場合は、その旨を変更の範囲で明確にしましょう。

労働条件通知書の記載例
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④ 一時的に限定がある場合（一時的に異動や業務が限定される場合）

就業の場所
（雇入れ直後）

松江支店

（変更の範囲）会社の定める支店
( た だ し 会 社 の承 認を 受け た場 合は Aブ ロッ ク内
の 支 店 。 詳 細 は就 業規 則第 25､26条 参照 )

従事すべき業務
（雇入れ直後）

企画立案

（変更の範囲）就業規則に規定する総合職の
業務 ( た だ し 会 社 の 承 認 を 受 けた 場合 は業 務を
限 定 す る 。 詳 細は 就業 規則 第27､28条 参 照)

就業規則 第25条 労働者が希望し、承認された場合は、一時的に勤務地域を限定する。

第26条 勤務地域を限定する場合は地域を下記のブロック単位とする。

Aブロック:島根県、鳥取県、兵庫県 Bブロック:岡山県、広島県、山口県

第27条 総合職は企画立案、折衝調整、営業、管理業務にわたる総合的な業務を行う。

第28条 労働者が希望し、承認された場合は、一時的に総合職の業務を一部限定する。

▶ 就業規則で詳細を定める場合

▶ 就業規則以外で限定内容を明示する場合

就業の場所
（雇入れ直後）

飯田事業所

（変更の範囲）会社の定める事業所
(育 児 ・ 介 護 に よ る 短 時 間 勤 務 中 は 、 原則、勤務地の

変更を行わないこととする。ただし、労働者が勤務地の
変更を申し出た場合はこの限りではない。)

従事すべき業務
（雇入れ直後）

品質管理、事務

（変更の範囲）会社の定める業務
(育 児 ・ 介 護 に よ る 短 時 間 勤 務 中 は 、 原則、業務の変

更を行わないこととする。ただし、労働者が業務の変更
を申し出た場合はこの限りではない。)

コラム パートタイム・有期雇用労働者や派遣労働者の労働条件

○ パートタイム・有期雇用労働者を雇い入れたとき(労働契約の更新時を含む)、事業主は速やかに、
労働基準法第15条の明示事項に加えて①～④の事項を文書の交付※1により明示し【パート・有期労働法
※2第6条第1項】、⑤～⑩の雇用管理の改善に関する措置の内容を説明する必要があります【パート・有期
労働法第14条第1項】。
①昇給の有無、②退職手当の有無、③賞与の有無、④相談窓口、⑤不合理な待遇の禁止、⑥通常の労働者と同視すべ
きパートタイム・有期雇用労働者に対する差別的取扱いの禁止、⑦賃金、⑧教育訓練、⑨福利厚生施設、⑩通常の労
働者への転換
※1 パートタイム・有期雇用労働者が希望した場合はメール等でも可 ※2 短時間労働者及び有期雇用労働者の雇用管理の改善等に関する法律

○ 派遣労働者の雇入れ時、派遣元事業主はあらかじめ、労働基準法第15条の明示事項に加えて①～⑤
の事項を文書の交付※3により明示し、⑥～⑧の不合理な待遇差を解消するために講ずる措置を説明
する必要があります【労働者派遣法※4第31条の2第1項、第2項】。
①昇給の有無、②退職手当の有無、③賞与の有無、④労使協定の対象となる派遣労働者であるか否か(対象である場合
には、労使協定の有効期間の終期)、⑤派遣労働者から申し出を受けた苦情処理に関する事項、⑥派遣先均等・均衡
方式によりどのような措置を講ずるか、⑦労使協定方式によりどのような措置を講ずるか、⑧職務の内容、職務の成
果、意欲、能力又は経験その他の就業の実態に関する事項を勘案してどのように賃金(職務の内容に密接に関連して
支払われる賃金以外の賃金を除く(通勤手当、家族手当等))を決定するか(協定対象派遣労働者は除く)
※3 派遣労働者が希望した場合はメール等でも可 ※4 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律

○ このほか、派遣労働者の派遣時、派遣元事業主はあらかじめ、労働者派遣法第34条1項の就業条件の明示※5に
加えて、派遣先均等・均衡方式の場合は、賃金(退職手当及び臨時に支払われる賃金を除く)の決定等に関する
事項、休暇に関する事項及び上記①～④を、労使協定方式の場合は上記④を文書の交付※3により明示し、また、
派遣先均等・均衡方式の場合は、上記⑥、⑧を、労使協定方式の場合は上記⑦を説明する必要があります【労働
者派遣法第31条の2第3項】。労働者派遣契約を締結する前に、派遣先事業主はあらかじめ、派遣元事業主に比較対
象労働者の待遇などに関する情報を提供する必要があります。

※5 主な内容は、①従事する業務の内容、②労働に従事する事業所の名称、所在地その他就業の場所及び組織単位、③就業中の指揮命令者に関する事項、④労

働者派遣の期間及び派遣就業をする日、⑤就業の開始及び終了の時刻並びに休憩時間、⑥派遣労働者からの苦情処理に関する事項、⑦派遣労働者の個人単位の

期間制限に抵触する最初の日、⑧派遣先の事業所単位の期間制限に抵触する最初の日、⑨派遣労働者の新たな就業機会の確保、派遣労働者に対する休業手当等

の支払費用を確保するための費用負担等、労働者派遣契約の解除に当たって講ずる派遣労働者の雇用の安定を図るために必要な措置に関する事項、等です。

労働条件通知書の記載例
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▶ 更新上限の明示事項

▶ 更新上限を新設・短縮しようとする場合の説明事項

2 更新上限に関する事項

改正の内容、注意すべきポイント

有期労働契約の締結と契約更新のタイミングごとに、更新上限（通算契約期間※または更新

回数の上限）がある場合には、その内容の明示が必要になります。 ※ 労働契約法第18条第1項参照

以下の場合について、あらかじめ（更新上限の新設・短縮をする前のタイミングで）更新

上限を設定する・短縮する理由を労働者に説明することが必要※１になります。

ⅰ 更新上限を新たに設けようとする場合

ⅱ 更新上限を短縮しようとする場合

・更新上限の明示の例 「契約期間は通算４年を上限とする」

「契約の更新回数は3回まで」 など

「更新上限の短縮」とは、例えば、通算契約期間の上限を５年から３年に短縮する、また
は更新回数の上限を3回から１回に短縮することです。

更新上限の新設・短縮の理由をあらかじめ説明する際は、文書を交付して個々の有期契約

労働者ごとに面談等により説明を行う方法が基本ですが、説明の方法は特定の方法に限ら

れるものではなく、説明すべき事項をすべて記載した労働者が容易に理解できる内容の資

料を用いる場合は当該資料を交付して行う等の方法でも差し支えありません。また、説明

会等で複数の有期契約労働者に同時に行う等の方法によっても差し支えありません。

トラブルや紛争防止のため、新たな更新上限の内容については、事業主だけでなく働く方

も一緒に、書面等により確認するようにしましょう。

パート・アルバイトや契約社員、派遣労働者、定年後に再雇用された労働者などの有期契

約労働者が対象となります。

対象となる労働者

※１ 更新上限を撤廃する、または更新上限を延長する場合は、雇止めに関する基準にある義務の対象外となり、その

理由を説明する義務はありませんが、労働契約の内容を明確化するために説明することも検討してください。

「更新上限の内容」のほかにも、労働契約締結時に書面で明示する必要がある事項※２につ

いては、労働契約の内容を変更するタイミングで、変更の内容をできる限り書面等で労使

で確認し、労働契約関係を明確化するようにしましょう。

※２ 詳細はP2をご参照ください。

１．更新上限の書面※明示 【改正労基則第5条第1項第1号の2】と更新
上限を新設・短縮する場合の説明 【改正雇止めに関する基準第１条】
※労働者の希望によりメール等で明示が可能です。詳細はP2をご参照ください。



８

更新上限に関する記載例

Q＆A

2回目の1年契約1回目の1年契約

○ 労働契約締結時に労働条件を明示

・変更の範囲
・更新上限
・その他の明示事項※１

○ 労働契約更新時に労働条件を明示

明示事項は１回目の１年契約と同じ

・更新の上限の明示内容 『通算契約期間の上限は2年間とする』

※１ P２をご参照ください。

○ 労働契約締結時に
労働条件を明示

・変更の範囲
・その他の明示事項※１

1回目の1年契約 4回目の1年契約2回目の1年契約 3回目の1年契約

Ｑ 最初に有期労働契約を結んだ時から更新上限を設定していますが、その場合
も労働者には説明をした方がよいのでしょうか？

○ 労働契約更新時に
労働条件を明示

明示事項は１回目の
１年契約と同じ

○ 労働契約更新時に
労働条件を明示

１回目の１年契約時の
明示事項に以下を追加

・更新上限

Ａ 最初の契約締結より後に更新上限を新設・短縮する場合に、事前説明が必要
となります。最初の契約締結時点で更新上限を設定している場合であっても、
労働者が希望するときは、トラブル防止のためにその理由を説明することを
検討してください。

・更新の上限を新設する理由の事前説明
『当初予定していた出資が受けられず、
Aさんに担当していただく予定の事業が
縮小することになったため』

・更新の上限を明示する内容
『通算契約期間の上限は4年間とする』

○ 労働契約更新時に
労働条件を明示

１回目の１年契約時の
明示事項に以下を追加

・更新上限

第
２
章

事例１：契約当初から更新上限が定められていた場合

事例２：契約当時は更新上限がなかったが、契約途中に更新上限
を定める場合

更新上限を新設する

就業規則の変更等
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▶ 無期転換申込機会の明示事項

▶ 留意点：相談体制の整備

３ 無期転換に関する事項

改正の内容、注意すべきポイント

「無期転換申込権」が発生する契約更新のタイミング※ごとに、該当する有期労働契約の

契約期間の初日から満了する日までの間、無期転換を申し込むことができる旨（無期転換

申込機会）を書面により明示することが必要になります。

初めて無期転換申込権が発生する有期労働契約が満了した後も、有期労働契約を更新する

場合は、更新の都度、上記の明示が必要になります。

※ 詳細はP12をご参照ください。

ｚ

コラム
無期転換ルールの取り組み
～労働者が安心して安定的に働きつづけるために～

対象となる労働者

無期転換申込権が発生する有期契約労働者が対象となります。

○ 無期転換の意向確認
無期転換申込権が発生する契約更新時に、労働者に無期転換が可能であることを明示する際

は、使用者から面談等の形で労働者の無期転換の意向の確認や疑問への対応を行うこと。

○ 無期転換に関する情報提供
無期転換申込権が発生する契約更新時に、過去に無期転換した働いている方の人数（実績）
や無期転換せず次回も有期労働契約を更新した場合の労働条件の周知。

○ 無期転換ルールの周知
無期転換申込権が初めて発生する契約更新より前のタイミングで、使用者から労働者に無期

転換制度の周知を行うこと（具体的には、初めて有期労働契約を締結する際など、無期転換
申込権が発生するより前のタイミングで、事業場における無期転換制度を周知すること等）。

事業主は、「有期雇用労働者の雇用管理の改善等に関する事項」に関し、その雇用する有期契

約労働者からの相談に応じ、適切に対応するために必要な体制を整備しなければならないこと

とされています【パート・有期労働法※第16条】 。

無期転換申込権についても、この「有期雇用労働者の雇用管理の改善等に関する事項」に当た

りますので、企業内で、無期転換についても相談できる体制を構築してください。

※短時間労働者及び有期雇用労働者の雇用管理の改善等に関する法律

１．有期契約労働者に対する無期転換申込機会の書面※

明示 【改正労基則第5条第５項・第６項】

※労働者の希望によりメール等で明示が可能です。詳細はP2をご参照ください。
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２．（１） 無期転換後の労働条件の書面※明示
【改正労基則第5条】 ※労働者の希望によりメール等で明示が可能です。詳細はP2をご参照ください。

▶ 無期転換後の労働条件の明示事項

改正の内容、注意すべきポイント

「無期転換申込権」が発生する契約更新のタイミング※１ごとに、無期転換後の労働条件を

書面により明示することが必要になります。明示する労働条件は、労働契約締結の際の明

示事項※２と同じものです。※１ 詳細はP12をご参照ください。※２ 詳細はP2をご参照ください。

明示方法は、事項ごとに明示するほか、有期労働契約の労働条件と無期転換後の労働条件

との変更の有無、変更がある場合はその内容を明示する方法でも差し支えありません。

2024年（令和６年）４月以降は、無期転換後の労働条件について、①無期転換申込権が生

じる契約更新時と、②無期転換申込権の行使による無期労働契約の成立時のそれぞれで明

示する必要があります。ただし、①の段階で、労基則第5条第5項の規定により明示すべき

労働条件を事項ごとにその内容を示す方法で行っており、かつ、②で成立する無期労働契

約の労働条件のうち、同条第１項の規定に基づき明示すべき事項がすべて同じである場合

には、②の段階では、すべての事項が同じであることを書面の交付等により明示すること

で対応することが可能です。

なお、①の段階で、書面の交付等によりパート・有期労働法第６条に定める事項の内容もあわ

せて明示した場合、②の段階での同条の対応は上述と同様の対応とすることが可能です。

▶ 留意点：無期転換後「別段の定め」を設ける場合

無期転換後の無期労働契約の労働条件（契約期間を除く）は、労働協約、就業規則、個々の労

働契約（無期労働契約への転換に従前の有期労働契約から労働条件を変更することについての

有期契約労働者と使用者との間の個別の合意）で「別段の定め」をしないかぎり、無期転換前

と同一の労働条件が適用されます。

職務の内容などが変更されないのに無期転換後の労働条件を従前よりも低下させることは、無

期転換を円滑に進める観点から望ましいものではありません。

別段の定めを設ける場合は、以下の点もご確認ください。

・無期転換によって業務内容や責任等が変わる場合、社内の他の労働者の業務内容や責任等を考
慮し、他の労働者との待遇の均衡が図られた労働条件にすることを検討してください。

・定年後の再雇用など、ほかの有期契約労働者には通常定められていない労働条件（定年など）
を適用する場合には、適切に労働条件を設定し、事前に就業規則等で明確化しておきましょう。

・就業規則の作成または変更に当たっては、労働者の過半数で組織する労働組合等の意見を聴く

必要があり【労働基準法第90条】、パートタイム労働者に適用される就業規則の作成または変更に

当たっては、パートタイム労働者の過半数を代表すると認められるものの意見を聴くことが努
力義務とされています【パート・有期労働法第７条第１項】。これは有期雇用労働者の場合も同様です
のでご留意ください【同条第２項】。

無期転換申込権が発生する有期契約労働者が対象となります。

対象となる労働者

無 期 転 換 に 関 す る 事 項
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改正の内容、注意すべきポイント

▶ 待遇の均衡

労働契約法第３条第２項が規定する「労働契約は、労働者及び使用者が、就業の実態に応じて、

均衡を考慮しつつ締結し、又は変更すべきものとする。」との考え方は、すべての労働契約に適

用され、無期転換者の労働契約も含まれます。均衡を考慮した事項について、労働者の理解を深

めるため、労働者に十分な説明をするよう努めてください。

また、無期転換した短時間勤務労働者（いわゆる無期雇用のパートタイム労働者）については、

引き続きパート・有期労働法の対象になることにも留意するようにしましょう。

短時間正社員については、処遇が正社員としての実態を伴っていない場合には、パート・有期労働
法の適用があり、均衡・均等待遇が求められます。また、パート・有期労働法に基づき短時間・有
期契約労働者の処遇の見直しが行われる際には、均衡の観点から、フルタイムの無期転換者につい
ても、労働契約法第３条第２項も踏まえて処遇の見直しをすることを検討してください。

▶ 均衡を考慮した事項の説明
「無期転換申込権」が発生する契約更新のタイミング※１ごとに、対象となる労働者に無期転換後

の労働条件に関する定めをするに当たって、労働契約法第3条第2項の規定の趣旨を踏まえ、就業

の実態に応じ、他の通常の労働者（正社員等のいわゆる正規型の労働者及び無期雇用フルタイム

労働者）との均衡を考慮した事項（例：業務の内容、責任の程度、異動の有無・範囲など）につ

いて説明するよう努めることになります※２。

この説明は文書を交付して個々の有期契約労働者ごとに面談等により説明を行う方法が基本です

が、説明の方法は特定の方法に限られるものではなく、説明すべき事項をすべて記載した労働者

が容易に理解できる内容の資料を用いる場合は当該資料を交付して行う等の方法でも差し支えあ

りません。また、説明会等で複数の有期契約労働者に同時に行う等の方法によっても差し支えあ

りません。 ※１ 詳細はP12をご参照ください。 ※２ 以下の「対象となる労働者への説明例」をご参照ください。

○ どんなことを考慮するのか
比較対象 ：他の通常の労働者（正社員等のいわゆる正規型の労働者及び無期雇用フルタイム労

働者）の処遇

考慮する事項：業務の内容、当該業務に伴う責任の程度、異動の有無・範囲、その他考慮した事項

▶ 具体的な説明内容などを確認したい場合は、

○ 労働者の理解を深めるために

上記の方法のほか、個々の待遇ごとに違いの有無とその内容及び理由を説明することは、無期転換

後の労働条件に対する理解を深めることにつながります。

で検索

２．（２） 均衡を考慮した事項の説明に努めること
【改正雇止めに関する基準第５条】

多様な働き方の実現応援サイト／ 同一労働同一賃金特集ページ

（上記「具体的な説明例」に加えて）Aさんの無期転換後の賞与額は、正社員の人と異なっています。
賞与制度が、功労報償、正社員の職務を遂行しうる人材確保を図る目的のためにあるからです。

▶ 具体的な説明例

Aさんは無期転換後も以前と変わらず、レジや接客が主な業務で、店舗の運営に責任は負いません。
一方、正社員の人は、レジや接客、発注に加え、店舗運営に責任があり、クレーム処理などの業務も
行います。こうした【業務の内容と責任の程度】の違いを考慮し、Aさんの給与水準を定めています。

▶ 具体的な説明例（正社員用と、無期転換後用の賃金テーブルの双方を提示しつつ）

▶ 対象となる労働者への説明例

無 期 転 換 に 関 す る 事 項
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無期転換に関する明示のタイミングと記載例

1回目の1年契約 5回目の1年契約 ６回目の1年契約

無期契約

無期転換を申し込んだ場合

５年

申し込みをせず契約更新した場合

申込期間

7回目の1年契約

▶ 記載例
・無期転換申込機会 「本契約期間中に無期労働契約締結の申込みをした時は、本契

約期間満了の翌日から無期雇用に転換することができる。」
・無期転換後の労働条件「無期転換後の労働条件は本契約と同じ」又は

「無期転換後は、労働時間を○○、賃金を○○に変更する。」

※ P２をご参照ください。

○ 労働条件を明示
・変更の範囲
・その他の明示事項 ※

申込期間

申し込みをせず契約更新した場合

申込期間

無期転換を申し込んだ場合

無期契約

○ 労働契約締結時に労働条件を明示
・変更の範囲
・その他の明示事項※

○ 労働契約更新時に
労働条件を明示

明示事項は

１回目の契約と同じ

＋
・無期転換申込機会
・無期転換後の労働条件

併せて
均衡考慮事項の説明

【努力義務】

○ 労働契約更新時に労働条件を明示

明示事項は６回目の契約と同じ

併せて均衡考慮事項の説明
【努力義務】

○ 労働契約締結時に
労働条件を明示
・変更の範囲
・その他の明示事項※

○ 労働契約更新時に労働条件を明示

明示事項は１回目の契約と同じ

＋
・無期転換申込機会
・無期転換後の労働条件

併せて
均衡考慮事項の説明

【努力義務】

○ 労働契約更新時に労働条件を明示

明示事項は２回目の契約と同じ

併せて均衡考慮事項の説明
【努力義務】

○ 労働条件を明示
・変更の範囲
・その他の明示事項※

無期転換申込権発生

５年

申込期間

2回目の3年契約1回目の3年契約

無期転換申込権発生

3回目の3年契約

事例１：契約期間１年の有期労働契約で、更新上限がない場合

事例２：契約期間3年の有期労働契約で、更新上限がない場合
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Q＆A

Ｑ１ 普段から当社では、有期労働契約の終了１か月前に、次回の有期労働締
結の手続き（契約更新）をしています。
無期転換申込権が初めて発生する５回目の契約更新時も、同じように事
前に契約更新の手続きを行い、その時に無期転換申込機会等の明示や、
均衡を考慮した事項の説明をすれば、法令に定める措置を行ったことに
なるのでしょうか？

5回目の1年契約 無期契約６回目の1年契約

申込期間

無期転換の申し込み

Ｑ２ 法定の無期転換ルールとは別に、通算契約期間が3年になれば、試験によっ
て無期転換が可能な企業独自の無期転換制度を設けています。何か注意す
べきことはありますか？

Ａ２ 企業独自の無期転換試験で不合格となった労働者であっても、通算５年を超
えて有期労働契約を更新した際には、労働契約法に基づき、当該労働者に無
期転換申込権が発生します。
なお、企業独自の無期転換制度については、法令に基づく無期転換申込機会
や転換後の労働条件の明示等の対象ではありませんが、トラブル防止のため
に、書面等での明示等についても検討してください。

○ 労働条件を明示

・P2の明示事項
・変更の範囲

明示事項は１回目の契約と同じ

＋
・無期転換申込機会
・無期転換後の労働条件
併せて均衡考慮事項の説明

Ａ１ 法令に定める措置を行ったことになります。
無期転換申込機会等の明示や均衡考慮事項の説明は、無期転換申込権が発生
する有期契約更新時に行っていただくものであり、有期労働契約の終了１か
月前に更新の手続きを行う運用をされているのであれば、その１か月前の契
約更新の際に無期転換申込機会等の明示などを行うことが必要になります。

無期転換申込権発生

○ 労働契約更新時に労働条件を明示契約の
更新

新たな
契約
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１．就業規則について

４ その他の留意事項

※本パンフレットのP20に就業規則の備え付け場所等を明示する例を掲載しています。

モデル労働条件通知書 厚生労働省

▶ モデル労働条件通知書における就業規則の周知の記載については

で検索

対応のポイント

▶ 就業規則とは

▶ 留意点：短時間労働者などからの意見聴取

就業規則とは、事業場における労働者の労働条件や働く上でのルールを定めたものです。

常時10人以上の労働者を使用する使用者は、就業規則を作成し、労働基準監督署に届け出

なければなりません【労働基準法第89、90条】。また、常時各作業場の見やすい場所に掲示し、

又は備え付けること、書面を交付すること等によって、働く方に周知しなければなりませ

ん【同法第106条】。

具体的には、就業規則を備え付けている場所等を労働条件通知書や社内メールなどで働く

方に示すことなどにより、就業規則を必要なときに容易に確認できるようにする必要があ

ります。

実質的な周知がなされていないと、就業規則の定めが労働契約の内容にならないことがあ

りますので、就業規則を作成・変更する場合は、労働者に作成・変更の内容を周知しま

しょう。

労働者は、就業規則を使用者から受け取った場合、後日内容を確認する必要が生じる可能

性がありますので、大切に保管しておきましょう。

就業規則を変更して労働条件を変更する場合、個別の労働契約で、就業規則の変更によっ

て変更されない労働条件として労働者と使用者が合意していた部分については、その合意

の内容が就業規則で定める基準に達しない場合を除いて、合意の内容が優先されます。就

業規則の変更によって、労働条件のすべてを変えられるわけではない点に注意しましょう。

就業規則を作成するためには、その事業場の労働者の過半数で組織された労働組合があればそ

の労働組合、ない場合は事業場の全労働者の過半数を代表する者の意見を聞く必要があります

【労働基準法第90条】。

無期転換申込みに関する事項を就業規則に定める場合は、当該事業所において雇用する有期雇

用労働者の過半数を代表すると認められるものの意見を聴くように努めることとされています

【パート・有期労働法第７条】 。

無期転換者に関する就業規則を作成する場合は、関係する労働者（無期転換者・有期契約労働

者）の意見を聴き、その意見が適切に反映されるように対応しましょう。



2．無期転換申込みに関する不利益取扱い

対応のポイント

▶ 無期転換申込みに係る不利益取扱い

▶ 雇止めについて

働く方が無期転換の申し込みをしたこと、その他無期転換の申し込みに関する行為を行っ

たことを理由として、無期転換申込権の行使を抑制し、無期転換申込権を保障した趣旨を

実質的に失わせることとなる解雇その他不利益な取り扱いをすることは許されず、そうし

た解雇や不利益な取り扱いは、その内容に応じて労働契約法、民法の一般条項、判例法理

等による司法（裁判など）での救済の対象となります。

無期労働契約への転換に当たり、「別段の定め」 ※で、待遇の引き上げとそれに見合った職
務の範囲や責任の程度などの変更を行うことは、一般的に司法（裁判など）での救済の対象
となるものとは解されません。

そのほか、使用者が有期労働契約の更新を拒否した場合（雇止めをした場合）、労働契約

法第19条の「雇止め法理」により雇止めが認められないことがあります。
※ 詳細はP10もご参照ください。

雇止めが認められるかは、労働契約法第19条の「雇止め法理」に基づき判断され、有期労

働契約が下記の①、②のいずれかに該当する場合に、使用者が雇止めをすることが、「客

観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められないとき」は、使用者は従

前と同一の労働条件で、労働者の有期労働契約の更新または締結の申し込みを承諾したと

みなされ、同一の労働条件の有期労働契約が成立します。

① 過去に反復更新された有期労働契約で、その雇止めが無期労働契約の解雇と社会通念

上同視できると認められるもの

② 労働者において、有期労働契約の契約期間満了時にその有期労働契約が更新されるも

のと期待することについて合理的な理由があると認められるもの

この①、②に該当するか否かは、当該雇用の臨時性・常用性、更新の回数、雇用の通算期

間、契約期間管理の状況、雇用継続の期待を持たせる使用者の言動の有無などを総合考慮

して個別事案ごとに判断されます。

※都道府県労働局雇用環境・均等部（室）に設置されている相談窓口です。

※雇止めに関するトラブルは、都道府県労働局や労働基準監督署の総合労働相談コーナーでもご相談

を受け付けています。相談の内容やご希望に応じ、助言・指導やあっせんを行うこともできます。

無期転換ルール特別相談窓口 厚生労働省

▶ 不利益取扱いや雇止めでお困りの際は、

で検索

１５

そ の 他 の 留 意 事 項

第
４
章



16

第
４
章

3．無期転換ルールにおける通算契約期間のリセット
（クーリング）

対応のポイント

▶ 通算契約期間のリセット（クーリング）とは

▶ 更新上限とクーリング

同一の使用者との間で、有期労働契約を締結していない期間（有期労働契約の存在しない

期間＝「無契約期間」）が一定以上続いた場合、それ以前の契約期間は通算対象から除外

されることを、クーリングといいます。

具体的にどのような場合にクーリングされることになるかは、無契約期間の前の通算契約

期間と無契約期間の長さによって異なります。

契約更新上限を設けた上でクーリング期間を設定し、クーリング期間経過後に再雇用する

ことを約束して雇止めを行うことは、「有期労働契約の濫用的な利用を抑制し労働者の雇

用の安定を図る」という労働契約法第18条の趣旨に照らし、望ましいものではありません。

無契約期間の
前の通算契約期間

契約がない期間
（無契約期間）

２か月以下 １か月以上

2か月超～４か月以下 ２か月以上

４か月超～６か月以下 ３か月以上

６か月超～８か月以下 ４か月以上

８か月超～10か月以下 ５か月以上

10か月超 ６か月以上

▶ 無契約期間以前の契約期間が通算されないケース

6か月以上の無契約期間

無契約期間が6か月以上であれば、それ以前の契約期間①～③は通算の対象から除外
されます。

無契約期間前の
契約は

通算に含めない ２年

１年 １年 １年 １年 １年 １年

① ② ③ ⑤④ ⑥

無期転換申込権は
発生しない

▶ クーリングが可能となる無契約期間前の通算契約期間と無契約期間

そ の 他 の 留 意 事 項
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4．無期転換ルールの対象者と特例

▶ 対象と特例

対応のポイント

無期転換ルールは、原則として、契約期間に定めがある「有期労働契約」が同一の企業で

通算５年を超えるすべての方が対象です。契約社員やパートタイマー、アルバイト、派遣

社員などの名称は問いません。

ただし、以下の特例があります。

① 高度な専門知識等を有する有期雇用労働者及び定年後引き続いて雇用される有期雇用

労働者に関する無期転換ルールの特例【有期雇用特別措置法※1】

② 大学等及び研究開発法人等の研究者、教員等については、無期転換申込権発生までの

期間を5年から10年とする特例【科技イノベ活性化法※2、任期法※3及び福島復興再生特別措置法】

※１ 専門的知識等を有する有期雇用労働者等に関する特別措置法
※２ 科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律
※３ 大学の教員等の任期に関する法律

無期転換ルールの特例の適用を希望する事業主は、特例の対象労働者に関して、その能力

が有効に発揮できるよう、その特性に応じた適切な雇用管理に関する措置についての計画

を作成し、本社・本店の所在地を管轄する都道府県労働局に申請し、当該申請が認定され

れば、特例の対象労働者（ⅰ高度専門職とⅱ継続雇用の高齢者）について、無期転換ルー

ルに関する特例が適用される仕組みです。

① 高度な専門知識等を有する有期雇用労働者及び定年後引き続いて

雇用される有期雇用労働者の特例

ⅰ 高度専門職

ⅱ 継続雇用の高齢者

・適切な雇用管理に関する計画を作成し、都道府県労働局長の認定を受けた事業主に雇用され、

・高収入で、かつ高度の専門的知識等を有し、

・その高度の専門的知識等を必要とし、５年を超える一定の期間内に完了する業務（特定有期業務。以下

「プロジェクト」といいます。）に従事する

有期雇用労働者（高度専門職）については、そのプロジェクトに従事している期間は、無期転換申込権が発
生しません。ただし、無期転換申込権が発生しない期間の上限は、10 年です。

・適切な雇用管理に関する計画を作成し、都道府県労働局長の認定を受けた事業主（特殊関係事業主※含む）

の下で、

・定年に達した後、引き続いて雇用される

有期雇用労働者（継続雇用の高齢者）については、その事業主に定年後引き続いて雇用される期間は、無期転

換申込権が発生しません。

一方、特殊関係事業主（いわゆるグループ会社）以外の他の事業主で継続雇用される場合には、特例の対象

にならず、無期転換申込権が発生することにご留意ください。

※ 高年齢者等の雇用の安定等に関する法律第９条第２項参照

無期転換ルール 特例 厚生労働省

▶ 具体的な申請方法や、特例の対象者などの詳細は

で検索

そ の 他 の 留 意 事 項
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対応のポイント

無期転換や多様な正社員の制度については、雇用形態間の待遇の納得感が得られるように

するため、法律上明示が義務づけられる労働条件に当たらないものも含め、適切に労使間

の意思疎通（労使コミュニケーション）を図りながら制度の設計や運用を行いましょう。

その際は、労働組合がある場合には労働組合との間での協議を行い、労働組合がない場合

であっても、労使委員会をはじめとした労使協議組織や過半数代表者と協議することなど、

各企業の実情に応じて、様々な労働者の利益が広く代表される形での労使コミュニケー

ションを行うことが重要です。また、労働者間の納得感を高めるため、雇用形態の異なる

労働者間の情報共有やコミュニケーションも重要になってきます※1～3。

有期労働契約から無期労働契約への転換時には、勤務地の限定性がなくなったり、時間外

労働が発生したりするなど、働き方に変化が生じる場合があります。このとき、労働者側

から不満や反発が出ることのないよう、自社の制度について丁寧な説明を心がけるととも

に、円滑に転換が行われているか把握し、必要に応じて改善を行うことを検討しましょう。

※１ 労働組合は、随時、使用者と労働者のニーズや諸問題に関する情報共有や議論を行うこと、無期転換や
多様な正社員等の多様な働き方の選択肢を労働者自らが適切に選択できるような支援を行うことが考え
られます。

※２ 労働組合・過半数代表者いずれにしても、その役割を果たすに当たっては、無期転換者や多様な正社員
を含むすべての労働者の利益を代表することが期待されます。

※３ 労基則第６条の２に基づき、過半数代表者については、公正性を担保するため、適正な手続で選任され
ることが必要であり、使用者は、過半数代表者に不利益な取り扱いをしないようにしなければなりませ
ん。また、使用者は、過半数代表者が労働基準法に規定する協定等に関する事務を円滑に遂行すること
ができるよう必要な配慮を行わなければなりません。

5．労使間の意思疎通（労使コミュニケーション）

② 大学等及び研究開発法人等の研究者、教員等の特例

研究者等であって大学等を設置する者又は研究開発法人との間で有期労働契約を締結した

ものや大学の教員等の任期に関する法律（任期法）に基づく任期の定めがある労働契約を

締結した教員等などが特例の対象です。

特例の対象者と有期労働契約を締結する場合には、相手方が特例の対象者となる旨等を、

原則として書面により明示し、その内容を説明すること等により、相手方がその旨を予め

適切に知ることができるようにするなど、適切な運用が必要です。

また、大学等と有期労働契約を締結した教員等であることをもって一律に特例の対象者と

なるものではないことに留意する必要があります。特例の対象者等の詳細は厚生労働省

ウェブサイトやパンフレットをご確認ください。

4．無期転換ルールの対象者と特例（続き）

そ の 他 の 留 意 事 項
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○ フルタイムの無期転換者について、パート・有期労働法第13条の適用はありませんが、

正社員化を支援する助成措置を活用する等により、希望する者の正社員への転換を推進

するための措置を併せて講ずるなど、キャリアアップを支援することは、人材の定着、

育成に資すると考えられます。

○ 無期転換者のキャリアアップに関する様々な支援を国は行っています。あなたの事業場

で円滑に制度導入を進める上で、ぜひ積極的にご活用ください。無期転換後のキャリア

プランについては、無期転換ポータルサイトの事例などを参考にしてご検討ください。

▶ 助成金措置や無期転換後のキャリアプランにご関心がある場合は

コラム

人材の定着・育成に向けて（事業者へ）

○ 多様な正社員とは、従来型のいわゆる正社員※と比べ、職務内容、勤務地、労働時間な

どを限定している正社員をいいます。

※いわゆる正社員とは、勤務地、職務、勤務時間がいずれも限定されていない正社員を指します。

○ いわゆる正社員と非正規雇用の労働者との働き方の二極化を緩和し、労働者一人ひとり

のワーク・ライフ・バランスと、企業による優秀な人材の確保や定着を同時に可能とす
るような、働く方と事業者双方にとって望ましい多元的な働き方の実現が求められてい
ます。そうした働き方や雇用の在り方の一つとして、職務、勤務地、労働時間などを限
定した「多様な正社員」が考えられます。

○ 労働契約法第３条第２項の「就業の実態に応じた均衡の考慮」には、いわゆる正社員と
多様な正社員間の均衡処遇も含まれます。

▶ 「多様な正社員制度」にご関心がある場合は

多様な正社員の種類

コラム

多様な正社員

で検索
厚生労働省 多様な正社員

厚生労働省 キャリアアップ助成金

無期転換ポータルサイト 導入企業事例

で検索

職務限定正社員 ：担当する職務内容や仕事の範囲が他の業務と明確に区別され、限

定されている正社員をいいます。

勤務地限定正社員 ：転勤範囲が限定されていたり、転居を伴う転勤がないまたは転勤

が一切ない正社員をいいます。

勤務時間限定正社員：所定労働時間がフルタイムではない、あるいは残業が免除されて

いる正社員をいいます。



 

賃   金 １ 基本賃金 イ 月給（     円）、ロ 日給（     円） 

       ハ 時間給（    円）、 

       ニ 出来高給（基本単価    円、保障給    円） 

       ホ その他（     円） 

       ヘ 就業規則に規定されている賃金等級等 

 
 
２ 諸手当の額又は計算方法 

  イ（  手当    円 ／計算方法：           ） 

  ロ（  手当    円 ／計算方法：           ） 

    ハ（  手当    円 ／計算方法：           ） 

  ニ（  手当    円 ／計算方法：           ） 

３ 所定時間外、休日又は深夜労働に対して支払われる割増賃金率 

    イ 所定時間外、法定超 月６０時間以内（   ）％ 

              月６０時間超 （   ）％ 

          所定超 （   ）％ 

  ロ 休日 法定休日（   ）％、法定外休日（   ）％ 

  ハ 深夜（   ）％ 

４ 賃金締切日（   ）－毎月 日、（   ）－毎月 日 

５ 賃金支払日（   ）－毎月 日、（   ）－毎月 日 

６ 賃金の支払方法（            ） 

 ７ 労使協定に基づく賃金支払時の控除（無 ，有（   ）） 

８ 昇給（ 有（時期、金額等        ） ， 無  ） 

９ 賞与（ 有（時期、金額等        ） ， 無  ） 

10 退職金（ 有（時期、金額等        ） ， 無 ） 

 

 

退職に関す 

る事項 

１ 定年制 （ 有 （  歳） ， 無 ） 

２ 継続雇用制度（ 有（  歳まで） ， 無 ） 
３ 創業支援等措置（ 有（  歳まで業務委託・社会貢献事業） ， 無 ） 
４ 自己都合退職の手続（退職する  日以上前に届け出ること） 

５ 解雇の事由及び手続 

 

 

○詳細は、就業規則第 条～第 条、第 条～第 条 

そ の 他 ・社会保険の加入状況（ 厚生年金 健康保険 その他（    ）） 

・雇用保険の適用（ 有 ， 無 ） 
・雇用管理の改善等に関する事項に係る相談窓口 
  部署名       担当者職氏名        （連絡先         ） 
・企業年金制度（ 有（制度名           ） ， 無 ） 

・その他 
 
 

※以下は、「契約期間」について「期間の定めあり」とした場合についての説明です。 
  
 労働契約法第18条の規定により、有期労働契約（平成25年4月1日以降に開始するも

の）の契約期間が通算５年を超える場合には、労働契約の期間の末日までに労働者か

ら申込みをすることにより、当該労働契約の期間の末日の翌日から期間の定めのない

労働契約に転換されます。ただし、有期雇用特別措置法による特例の対象となる場合

は、この「５年」という期間は、本通知書の「契約期間」欄に明示したとおりとなり

ます。 

 

以上のほかは、当社就業規則による。就業規則を確認できる場所や方法（             ） 
※ 労働条件通知書については、労使間の紛争の未然防止のため、保存しておくことをお勧めします。 

モデル労働条件通知書 電子媒体
はこちら

2枚目

２０

（一般労働者用；常用、有期雇用型） 

労働条件通知書 

                                                                年  月  日 

          殿 

事業場名称・所在地 

使 用 者 職 氏 名 

契約期間 期間の定めなし、期間の定めあり（  年  月  日～  年  月  日） 
※以下は、「契約期間」について「期間の定めあり」とした場合に記入 
１ 契約の更新の有無 

 [自動的に更新する・更新する場合があり得る・契約の更新はしない・その他（  ）] 

２ 契約の更新は次により判断する。 
  ・契約期間満了時の業務量   ・勤務成績、態度    ・能力 
  ・会社の経営状況 ・従事している業務の進捗状況 

・その他（                              ） 
３ 更新上限の有無（無・有（更新  回まで／通算契約期間  年まで）） 
【労働契約法に定める同一の企業との間での通算契約期間が５年を超える有期労働契約の締結の場合】 

本契約期間中に会社に対して期間の定めのない労働契約（無期労働契約）の締結の申込みをすること
により、本契約期間の末日の翌日（ 年 月 日）から、無期労働契約での雇用に転換することができ
る。この場合の本契約からの労働条件の変更の有無（ 無 ・ 有（別紙のとおり） ） 

【有期雇用特別措置法による特例の対象者の場合】 
無期転換申込権が発生しない期間： Ⅰ（高度専門）・Ⅱ（定年後の高齢者） 
Ⅰ 特定有期業務の開始から完了までの期間（   年  か月（上限 10 年）） 
Ⅱ 定年後引き続いて雇用されている期間 

就業の場所 （雇入れ直後）           （変更の範囲） 

従事すべき 

業務の内容 

（雇入れ直後）           （変更の範囲） 

 
【有期雇用特別措置法による特例の対象者（高度専門）の場合】 
・特定有期業務（            開始日：    完了日：    ） 

始業、終業の

時刻、休憩時

間、就業時転

換((1)～(5)
のうち該当す 

るもの一つに

○を付けるこ

と。)、所定時

間外労働の有

無に関する事

項 

１ 始業・終業の時刻等 

 (1) 始業（   時   分） 終業（   時   分） 

 【以下のような制度が労働者に適用される場合】 

 (2) 変形労働時間制等；（  ）単位の変形労働時間制・交替制として、次の勤務時間

の組み合わせによる。 

    始業（ 時 分） 終業（ 時 分） （適用日     ） 

    始業（ 時 分） 終業（ 時 分） （適用日     ） 

    始業（ 時 分） 終業（ 時 分） （適用日     ） 

  (3) ﾌﾚｯｸｽﾀｲﾑ制；始業及び終業の時刻は労働者の決定に委ねる。 

（ただし、ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙﾀｲﾑ（始業） 時 分から  時 分、 
（終業） 時 分から  時 分、 

                     ｺｱﾀｲﾑ         時 分から  時 分） 

 (4) 事業場外みなし労働時間制；始業（ 時 分）終業（ 時 分） 

 (5) 裁量労働制；始業（ 時 分） 終業（ 時 分）を基本とし、労働者の決定に委ね

る。 

○詳細は、就業規則第 条～第 条、第 条～第 条、第 条～第 条 

２ 休憩時間（  ）分 

３ 所定時間外労働の有無（ 有 ， 無 ） 

休   日 ・定例日；毎週  曜日、国民の祝日、その他（         ） 
・非定例日；週・月当たり  日、その他（          ） 

・１年単位の変形労働時間制の場合－年間  日 
○詳細は、就業規則第 条～第 条、第 条～第 条 

休   暇 １ 年次有給休暇 ６か月継続勤務した場合→     日 

         継続勤務６か月以内の年次有給休暇 （有・無） 
         → か月経過で  日 
         時間単位年休（有・無） 
２ 代替休暇（有・無） 
３ その他の休暇 有給（          ） 
         無給（          ） 

○詳細は、就業規則第 条～第 条、第 条～第 条 
（次頁に続く） 

労働者全般に
関する項目

有期契約労働者
に関する項目

1枚目

労働者全般に
関する項目



２１

＜関係法令等（改正後）＞

○労働基準法（昭和二十二年法律第四十九号）
（労働条件の明示）
第十五条 使用者は、労働契約の締結に際し、労働者に対して賃金、労働時間その他の労働条件を明示しなければならない。

この場合において、賃金及び労働時間に関する事項その他の厚生労働省令で定める事項については、厚生労働省令で定
める方法により明示しなければならない。

② 前項の規定によつて明示された労働条件が事実と相違する場合においては、労働者は、即時に労働契約を解除すること
ができる。

③ 前項の場合、就業のために住居を変更した労働者が、契約解除の日から十四日以内に帰郷する場合においては、使用者
は、必要な旅費を負担しなければならない。

○労働基準法施行規則（昭和二十二年厚生省令第二十三号）
第五条 使用者が法第十五条第一項前段の規定により労働者に対して明示しなければならない労働条件は、次に掲げるも

のとする。ただし、第一号の二に掲げる事項については期間の定めのある労働契約（以下この条において「有期労働契
約」という。）であつて当該労働契約の期間の満了後に当該労働契約を更新する場合があるものの締結の場合に限り、
第四号の二から第十一号までに掲げる事項については使用者がこれらに関する定めをしない場合においては、この限り
でない。
一 労働契約の期間に関する事項
一の二 有期労働契約を更新する場合の基準に関する事項（通算契約期間（労働契約法（平成十九年法律第百二十八

号）第十八条第一項に規定する通算契約期間をいう。）又は有期労働契約の更新回数に上限の定めがある場合には当
該上限を含む。）

一の三 就業の場所及び従事すべき業務に関する事項（就業の場所及び従事すべき業務の変更の範囲を含む。）
二～十一 （略）

２～４ 略
５ その契約期間内に労働者が労働契約法第十八条第一項の適用を受ける期間の定めのない労働契約の締結の申込み（以

下「労働契約法第十八条第一項の無期転換申込み」という。）をすることができることとなる有期労働契約の締結の場
合においては、使用者が法第十五条第一項前段の規定により労働者に対して明示しなければならない労働条件は、第一
項に規定するもののほか、労働契約法第十八条第一項の無期転換申込みに関する事項並びに当該申込みに係る期間の定
めのない労働契約の内容である労働条件のうち第一項第一号及び第一号の三から第十一号までに掲げる事項とする。た
だし、当該申込みに係る期間の定めのない労働契約の内容である労働条件のうち同項第四号の二から第十一号までに掲
げる事項については、使用者がこれらに関する定めをしない場合においては、この限りでない。

６ その契約期間内に労働者が労働契約法第十八条第一項の無期転換申込みをすることができることとなる有期労働契約
の締結の場合においては、法第十五条第一項後段の厚生労働省令で定める事項は、第三項に規定するもののほか、労働
契約法第十八条第一項の無期転換申込みに関する事項並びに当該申込みに係る期間の定めのない労働契約の内容である
労働条件のうち第一項第一号及び第一号の三から第四号までに掲げる事項（昇給に関する事項を除く。）とする。

○労働契約法（平成十九年法律第百二十八号）
（有期労働契約の期間の定めのない労働契約への転換）
第十八条 同一の使用者との間で締結された二以上の有期労働契約（契約期間の始期の到来前のものを除く。以下この条

において同じ。）の契約期間を通算した期間（次項において「通算契約期間」という。）が五年を超える労働者が、当
該使用者に対し、現に締結している有期労働契約の契約期間が満了する日までの間に、当該満了する日の翌日から労務
が提供される期間の定めのない労働契約の締結の申込みをしたときは、使用者は当該申込みを承諾したものとみなす。
この場合において、当該申込みに係る期間の定めのない労働契約の内容である労働条件は、現に締結している有期労働
契約の内容である労働条件（契約期間を除く。）と同一の労働条件（当該労働条件（契約期間を除く。）について別段
の定めがある部分を除く。）とする。

２ 当該使用者との間で締結された一の有期労働契約の契約期間が満了した日と当該使用者との間で締結されたその次の
有期労働契約の契約期間の初日との間にこれらの契約期間のいずれにも含まれない期間（これらの契約期間が連続する
と認められるものとして厚生労働省令で定める基準に該当する場合の当該いずれにも含まれない期間を除く。以下この
項において「空白期間」という。）があり、当該空白期間が六月（当該空白期間の直前に満了した一の有期労働契約の
契約期間（当該一の有期労働契約を含む二以上の有期労働契約の契約期間の間に空白期間がないときは、当該二以上の
有期労働契約の契約期間を通算した期間。以下この項において同じ。）が一年に満たない場合にあっては、当該一の有
期労働契約の契約期間に二分の一を乗じて得た期間を基礎として厚生労働省令で定める期間）以上であるときは、当該
空白期間前に満了した有期労働契約の契約期間は、通算契約期間に算入しない。

○有期労働契約の締結、更新、雇止め等に関する基準（平成十五年厚生労働省告示第三百五十七号）
（有期労働契約の変更等に際して更新上限を定める場合等の理由の説明）
第一条 使用者は、期間の定めのある労働契約（以下「有期労働契約」という。）の締結後、当該有期労働契約の変更又

は更新に際して、通算契約期間（労働契約法（平成十九年法律第百二十八号）第十八条第一項に規定する通算契約期間
をいう。）又は有期労働契約の更新回数について、上限を定め、又はこれを引き下げようとするときは、あらかじめ、
その理由を労働者に説明しなければならない。

第二～四条 （略）
（無期転換後の労働条件に関する説明）
第五条 使用者は、労働基準法（昭和二十二年法律第四十九号）第十五条第一項の規定により、労働者に対して労働基準

法施行規則（昭和二十二年厚生省令第二十三号）第五条第五項に規定する事項を明示する場合においては、当該事項
（同条第一項各号に掲げるものを除く。）に関する定めをするに当たって労働契約法第三条第二項の規定の趣旨を踏ま
えて就業の実態に応じて均衡を考慮した事項について、当該労働者に説明するよう努めなければならない。



（2023年10月）

▶ 無期転換ルールに関する事項や労働契約に関する民事上の紛争についての
相談先 →都道府県労働局／雇用環境・均等部（室）

▶ 今回の制度改正の内容や労働条件明示がされないなど労働基準法違反と
思われる場合の相談先 →都道府県労働局／監督課、全国の労働基準監督署

▶ 働くための色々なルールを知りたい、厚生労働省の最新の情報を集めたい
→厚生労働省ウェブサイト

▶ 無期転換の取組事例を知りたい、改正に関する就業規則のモデル例を見たい
→無期転換ポータルサイト

▶ パートやアルバイトなどの有期雇用労働者に必要な措置について知りたい、
多様な正社員の導入方法を知りたい →多様な働き方の実現応援サイト

制度改正等について知りたい・困ったときの相談先

2２

労働局
雇用環境・

均等部 ( 室 )
監督課

北海道労働局 011-709-2715 011-709-2057

青森労働局 017-734-4211 017-734-4112

岩手労働局 019-604-3010 019-604-3006

宮城労働局 022-299-8844 022-299-8838

秋田労働局 018-862-6684 018-862-6682

山形労働局 023-624-8228 023-624-8222

福島労働局 024-536-2777 024-536-4602

茨城労働局 029-277-8294 029-224-6214

栃木労働局 028-633-2795 028-634-9115

群馬労働局 027-896-4739 027-896-4735

埼玉労働局 048-600-6269 048-600-6204

千葉労働局 043-221-2307 043-221-2304

東京労働局 03-3512-1611 03-3512-1612

神奈川労働局 045-211-7380 045-211-7351

新潟労働局 025-288-3511 025-288-3503

富山労働局 076-432-2740 076-432-2730

石川労働局 076-265-4429 076-265-4423

福井労働局 0776-22-3947 0776-22-2652

山梨労働局 055-225-2851 055-225-2853

長野労働局 026-227-0125 026-223-0553

岐阜労働局 058-245-1550 058-245-8102

静岡労働局 054-252-5310 054-254-6352

愛知労働局 052-857-0312 052-972-0253

三重労働局 059-226-2318 059-226-2106

労働局
雇用環境・

均等部 ( 室 )
監督課

滋賀労働局 077-523-1190 077-522-6649

京都労働局 075-241-3212 075-241-3214

大阪労働局 06-6949-6494 06-6949-6490

兵庫労働局 078-367-0820 078-367-9151

奈良労働局 0742-32-0210 0742-32-0204

和歌山労働局 073-488-1170 073-488-1150

鳥取労働局 0857-29-1709 0857-29-1703

島根労働局 0852-31-1161 0852-31-1156

岡山労働局 086-224-7639 086-225-2015

広島労働局 082-221-9247 082-221-9242

山口労働局 083-995-0390 083-995-0370

徳島労働局 088-652-2718 088-652-9163

香川労働局 087-811-8924 087-811-8918

愛媛労働局 089-935-5222 089-935-5203

高知労働局 088-885-6041 088-885-6022

福岡労働局 092-411-4894 092-411-4862

佐賀労働局 0952-32-7218 0952-32-7169

長崎労働局 095-801-0050 095-801-0030

熊本労働局 096-352-3865 096-355-3181

大分労働局 097-532-4025 097-536-3212

宮崎労働局 0985-38-8821 0985-38-8834

鹿児島労働局 099-223-8239 099-223-8277

沖縄労働局 098-868-4403 098-868-4303

▶ 職業安定法に基づき、募集時等で明示しなければならない労働条件も改正され
ることについて知りたい →厚生労働省ウェブサイト



パート従業員は近隣からの通勤者が多く、

通勤費用があまりかからないため

パートタイム・有期雇用労働法で

正社員と非正規雇用労働者間の不合理な待遇差は禁止されています

事業主の皆さま

労働契約に期間の定めがあるか否かに
よって通勤に要する費用が異なるもの
ではなく、実際に費用負担が生じてい
ることからも正社員と同一の基準での
支給が必要

×

[問題となりうる具体的なケース]

パートタイム・有期雇用労働法
キャラクター「パゆう」ちゃん 都道府県労働局

うちの事業所は大丈夫…？ 何をすればいいの…？ そんな事業主の方を

「働き方改革推進支援センター」がサポートします！

など

職務内容が異なるため

（正社員：非定型、契約社員：定型業務）

×
付与目的に照らせば、職務内容によっ
て慶弔行事に参加するために労働から
離れる機会を設ける趣旨や時間が変わ
るものではないことから、正社員と
同一の基準での付与が必要

支給目的：通勤費用の補填

正社員には実費を支給、

パート従業員は1日あたり定額を支給

正社員のみに付与、有期雇用の

契約社員には付与されていない

正社員と同じ仕事をしているのに、同じように手当はもらえないの？

その待遇の違い、説明できますか？

短時間労働者や有期雇用労働者から、正社員との待遇差の内容や理由などを問わ

れた場合、事業主は当該労働者に説明しなければなりません。

・「パートだから」「契約社員だから」という理由では、説明として認められません。

・ 待遇ごとの性質・目的に照らして、職務内容や転勤・異動の範囲の違いなどから、

具体的に理由を説明できることが必要です。

基本給 賞与
(ボーナス)

食堂・休憩
室等の利用

各種
手当

教育訓練

■待遇の違いについて再点検してみませんか？

現在の待遇：

待遇差の理由：

支給目的：

現在の待遇：

待遇差の理由：

実際は…遠方からも採用しており、

自己負担している者がいる

実際は…正社員と同じ週所定労働日数

であり勤務日振替は難しい

※詳細は裏面をご確認ください。

●通勤手当が問題となった事業主の例 ●慶弔休暇が問題となった事業主の例

仕事から離れて慶弔行事に参加する
ため



来所・電話相談

来所・電話によりご相談を承り

ます。

企業へのコンサルティング

専門家が、会社への訪問もしくは

オンラインによるコンサルティング

を実施しています。

セミナー開催

企業向けのセミナーを随時開催

しています。

メール相談

メールでの相談も承ります。

助成金の活用相談

働き方改革推進支援助成金やキャリ

アアップ助成金※など、働き方改革に

関連する助成金の相談を承ります。

働き方改革推進支援センター

※コンサルティングの申し込みやセミナーの

開催情報などは事業所の所在地の都道府県名

をクリックしてご覧ください。

法的知識がないまま、各種手当の見直しに取り組んできたが、間違っていたことも多々あり、

どのように見直していけばよいか分からなかった。

今回の支援で法令を遵守しながら待遇の改善ができ、大変心強く、ありがたく思っている。

（受付時間：原則 平日9:00~17:00）

相談事例紹介

事業主 社会保険労務士

取り組んだ感想

基本給以外にさまざまな手当を支

給しているが、明確な基準はない。

支給基準を明確にすれば働く意欲

がもっと向上すると思うが、何を

すればいいか分からない…

働き方改革推進支援センターを
利用してみませんか？

全国47都道府県にあるセンターで、社会保険労務士などの専門家が無料で相談に応じています

例1：賃金規定等改定コース

有期雇用労働者等※1の基本給の賃金規定等※2を3％
以上増額改定し、その規定を適用させた場合に助成。

※キャリアアップ助成金とは ■助成額（労働者1人あたり）

その問題一緒に解決しましょう！

例2：正社員化コース

賃金引上げ率

企業規模

3％以上
5％未満

5％以上

中小企業

大企業

５万円

３万3,000円

６万5,000円

４万3,000円

■助成額（労働者1人あたり）

正社員化前
雇用形態

企業規模 有期雇用労働者 無期雇用労働者

中小企業

大企業

80万円

60万円

40万円

30万円就業規則または労働協約等に規定した制度に基づき、
有期雇用労働者等を正社員化※3した場合に助成。

※１ 正社員以外のいわゆる「非正規雇用労働者」のこと。
※２ 基本給の額を定めた規定や賃金テーブル、賃金一覧表のこと。

※３ 正社員への転換または直接雇用（派遣労働者の場合）のこと。
多様な正社員（勤務地限定・職務限定・短時間正社員）への
転換、直接雇用も「正社員化」に含まれます。

令和6年1月作成 リーフレットNo.４

キャリアアップ助成金 検索詳しくは

※令和６年３月時点

各種手当を全て正社員と非正規雇用

労働者で同一にする必要はありません。

各手当の性質・目的を確認していく

ことで、その支給基準を明確にし、

規定に定め、「見える化」しましょう。

有期雇用労働者、短時間労働者、派遣労働者といった
非正規雇用の労働者の企業内でのキャリアアップを
促進するため、正社員化、処遇改善の取組を実施した
事業主に対して助成する制度です。



事業主の皆様へ

正社員とパート・有期雇用社員との同一労働同一賃金に取り組んでいることを
ハローワーク求人票でアピールしませんか？

法の内容や取り組みに関するお悩みについて、
働き方改革推進支援センターの専門家による無料相談・支援が受けられます。

また、取り組みに当たって活用できる助成金もあります。詳しくは裏面をご参照ください。▶

まずは、自社の同一労働同一賃金の取り組み状況について確認しましょう！

①基本給
例）パート・有期雇用社員にも、正社員と同じ基準（計算式・金額）で基本給を支払っている。
例）職務分析・職務評価を実施し、職務内容等に応じて均衡のとれた賃金制度を導入している。

②賞与
例）パート・有期雇用社員にも、正社員と同じく貢献度を加味して年２回賞与を支給している。

③通勤手当
例）パート・有期雇用社員にも、正社員と同じく上限なく実費で通勤手当を支給している。

④慶弔休暇
例）パート・有期雇用社員にも、正社員と同じく出社日数・時間に応じて有給の慶弔休暇を付与している。

⑤待遇についての説明状況
例）パート・有期雇用社員から、正社員との待遇差の内容及びその理由について問われた場合、説明している。
例）パート・有期雇用社員の雇入れ時に、正社員との待遇差の内容及びその理由について説明している。

記載例① 記載例② 記載例③

同一労働同一賃金の取り組みについて、求人票の「求人に関する特記事項」に記載しましょう！

各種手当や休暇は、パート・有期雇
用社員に対しても、正社員と同じ基準
で支給・付与することとしています。

正社員とパート・有期雇用社員との
待遇差の内容及びその理由について、
雇入れ時に書面で説明しています。

基本給や賞与の算定方法は、正社員
と同様の基準に基づいています。正社
員との待遇差の内容や理由について申
出があれば、いつでもご説明できるよ
う準備しています。

求人に関する特記事項 求人に関する特記事項 求人に関する特記事項

賃金の決定方法や賞与の支給等の待遇について、顧問社
会保険労務士に点検を依頼し、雇用している正社員とパー
ト・有期雇用社員との間に不合理な待遇差がないよう取り
組んでいます。

記載例④

求人に関する特記事項

働き方改革推進支援センターを利用し、専門家の支援を
受けて、職務分析・職務評価を実施し、正社員とパート・
有期雇用社員の間で均衡のとれた賃金制度を導入しました。

記載例⑤

求人に関する特記事項

パートタイム・有期雇用労働法において、
正社員とパート・有期雇用社員との不合理な待遇差は禁止されています。

また、待遇差の内容や理由について、労働者の求めに応じて説明する義務があります。

同一労働同一賃金について、専門家に相談した成果をアピールしませんか？

LL202401 No.５

○「同一労働同一賃金ガイドライン」や「不合理な待遇差解消のための点検・検討マニュアル」に基づき
チェックすることや、

○働き方改革推進支援センターで専門家に相談（無料）すること（詳しくは裏面参照）ができます。

自社の正社員とパート・有期雇用社員との待遇差が適切なものとなっているか確認するには、

同一労働同一賃金
特集ページはこちら▲

取り組み例



働き方改革推進支援センター

全国47都道府県にあるセンターでは、社会保険労務士などの専門家が無料で相談に応じています。

来所・電話相談

来所・電話によりご相談を承ります。

企業へのコンサルティング

専門家が、会社への訪問もしくは
オンラインによるコンサルティングを実

施しています。

セミナー開催

企業向けのセミナーを随時開催
しています。

メール相談

メールでの相談も承ります。

助成金の活用相談

働き方改革推進支援助成金やキャリアアップ
助成金など、働き方改革に関連する助成金の
相談を承ります。

働き方改革推進支援センターのご案内
（コンサルティングの申込みやセミナーの開催情
報などは事業所の所在地の都道府県名をクリック
していただけますとご覧になれます。）

（受付時間 : 原則 平日9:00~17:00）

キャリアアップ助成金

有期雇用労働者、短時間労働者、派遣労働者といった、いわゆる非正規雇用労働者の企業内でのキャリアアップ
を促進するため、正社員化、処遇改善の取り組みを実施した事業主に対して助成を行っています。
詳しくは管轄の都道府県労働局又はハローワークへお問い合わせください。

正社員化コース

就業規則または労働協約その他これに準ずるものに規定した制度に基づき、有期雇用労働者等を正社員化した場合
に助成します。

要 件 １ 人 当 た り 助 成 額

有期雇用労働者⇒正社員 8 0万円（ 6 0万円）

無期雇用労働者⇒正社員 4 0万円（ 3 0万円）

※１年度１事業所当たりの支給申請上限人数は20名。
※２期に分けて支給。

賃金規定等改定コース

有期雇用労働者等の基本給の賃金規定等を３％以上増額改定し、その規定を適用させた場合に助成します。
要 件 1 人 当 た り 助 成 額

３％以上５％未満 ５万円（３万3， 0 0 0円）

５％以上 ６万5，000円（４万3，000円）

※１年度１事業所当たりの支給申請上限人数は100名。

社会保険適用時処遇改善コース

令和５年10月１日から令和８年３月31日までの間に、短時間労働者を新たに社会保険に加入させるとともに、収入
を増加させる取り組みを行った事業主に助成します。

（１）手当等支給メニュー

要 件 1人当たり助成額

１ 年 目
① 賃 金 （標準報酬月額・標準賞与額）の 1 5 ％ 以 上 分 を 労 働 者 に 追 加 支 給
す る こ と （ 社 会 保 険 適 用 促 進 手 当 な ど ）

６ か 月 ご と に

1 0 万 円 ×２ 回
( ７ 万 5 ， 0 0 0 円 × ２ 回 )

２ 年 目
② 賃 金 の 1 5 ％ 以 上 分 を 労 働 者 に 追 加 支 給 す る （ 社 会 保 険 適 用 促 進 手
当 な ど ） と と も に 、 3 年 目 以 降 、 以 下 ③ の 取 組 が 行 わ れ る こ と

６ か 月 ご と に

1 0 万 円 ×２ 回
( ７ 万 5 ， 0 0 0 円 × ２ 回 )

３ 年 目
③ 賃 金 （基本給）の 1 8 ％ 以上を 増 額 さ せ て い る こ と （労働時間の延長との
組み合わせも可能）

６ か 月 で

1 0 万 円
( 7 万 5 ， 0 0 0 円 )

（２）労働時間延長メニュー

週 所 定 労 働 時 間 の 延 長 賃 金 の 増 額 1 人 当 た り 助 成 額

４ 時 間 以 上

＋

ー

６か月で

30万円
( 2 2 万 5 ， 0 0 0 円 )

3 時 間 以 上 4 時 間 未 満 5% 以 上

2 時 間 以 上 3 時 間 未 満 1 0% 以 上

１ 時 間 以 上 2 時 間 未 満 1５% 以 上

※（）内の金額は大企業の場合の助成額。 ※令和６年３月１日時点。

厚生労働省HP
最新情報はこちらから
ご確認ください。▶

都道府県労働局雇用環境・均等部（室） 雇用環境・均等部（室）
所在地一覧 ▶
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※タイトルの家政婦・家政夫とは、労働基準法が適用除外とされている 家事使用人 を指し、このガイドラインでは 家事使用人 という表現を用います。

家事使用人の労働契約の条件の明確化・適正化、適正な就業環境の確保などについて
必要な事項を示すガイドラインを作成しました。
家事使用人を雇用する方や、これから雇用しようとする方は、労働契約を結ぶ際や、家事一般に従事させる際には、家事使用人と十分
話し合った上で労働契約の内容を決定しましょう。詳しい内容は、『家事使用人の雇用ガイドライン』をご確認ください。

❶ 作成趣旨・目的

❷ 労働契約の条件の明確化

家事使用人の雇用ガイドライン家事使用人の雇用ガイドライン概要版

対象者

家政婦（夫）紹介所

事業者として、家事使用人と雇

用主（ご家庭）との間の労働契

約成立をあっせんする機関。

家事使用人

ご家庭と直接労働契約を結び、

ご家庭との雇用関係の下に

おいて、家事一般に従事する方。

雇用主（ご家庭）

家事使用人を雇用す

る方やこれから雇用

しようとする方。

雇用主は、家事使用人と話し合った上で、以下のような労働契約の条件（主なもの）を明確にしましょう。
口頭で伝えるだけではなく、きちんと書面もしくは電子メールなどで明示することで、雇用主と家事使用人の間のトラブルを未然に防ぐ
ことにつながります。労働契約書に記載された内容はお互いによく確認し、労働契約の条件に反することがないようにしましょう。

❸ 労働契約の条件の適正化

雇用主が、報酬や就業時間、労働契約の期間などを適正な水準に設定することで、
家事使用人が働きやすい環境の確保につながります。

雇用主の情報 就業場所 労働契約の期間

試用期間 業務の内容 就業時間・休憩時間

報酬等 退職に関する事項 休日・休暇

また、あらかじめ業務で求める水準を示して家事使用人と認識を合わせておくと、労働契約をめぐる
トラブルを未然に防ぐことができ、より良好な雇用関係につながります。

●報酬：仕事の難易度や家事使用人の能力などを考慮し、最低賃金を下回るような低い水準となっていないかを確認し、家事使用人と
　話し合った上で、適切な水準となるようにしましょう。
●就業時間：１日当たり８時間、１週当たり40時間を上限とすることが望ましいです。過重労働とならないよう配慮してください。
●労働契約の期間：労働契約の期間を定める場合には、長くとも３年以内（満60歳以上の家事使用人の場合は５年以内）とすることが
　望ましいです。
●労働契約の条件の変更：家事使用人との合意が必要です。変更する内容と変更の必要性を説明し、十分話し合うことが重要です。
●家事使用人が行うことができる業務：家事使用人に行ってもらう仕事やその水準についてお互いに確認し、仕事で求める水準に
　ついて合意した上で、仕事の範囲を明確にしましょう。法令上資格がないとできない業務は、有資格者である場合を除いて依頼
　しないでください。また、高度な家事業務や危険を伴う作業などについて、一律に要求することは適切ではありません。

※このガイドラインは、ご家庭と直接労働契約を結び、労働基準法が
　適用除外とされている家事使用人を対象者としています。

［ 家政婦・家政夫（家事使用人）を雇用するご家庭の皆さまへ ］

厚生労働省では、家事使用人の就業環境の改善に向けて、雇用主であるご家庭が、
家事使用人と労働契約を結ぶ際や、就業中に留意すべき事項を示したガイドラインを作成しました。



雇用主は、家事使用人または家政婦（夫）紹介所に対して、
どのような保険に加入しているのかを事前に確認し、万が一の場合に備えておきましょう。

これらの労働契約の内容については、家事使用人と雇用主の間で
お互いにしっかり書面や電子メールなどで確認しましょう。

家事使用人に関係する保険は、大きく分けて以下の２種類です。

❹ 適正な就業環境の確保

雇用主は、家事使用人が業務を行う上で不安に感じることがないよう、
就業環境について労働契約を結ぶ前も結んだ後も話し合いの場を設けるとよいでしょう。

その他、労働契約の更新と労働契約の終了についてなど、家事使用人を雇用する上で
留意すべき事項がありますので、

詳しい内容は、『家事使用人の雇用ガイドライン』をご確認ください。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00454.html

就業先であるご家庭または第三者に対して、業務に
関連して損害を与えた場合に備えるための保険。

①損害保険加入の有無
業務が原因となって、自身がケガや病気をした場合に備える
ための保険。

②災害補償保険（労災保険の特別加入を含む）加入の有無

●就業時間の管理：家事使用人の就業日ごとの始業・終業時刻を確認して、記録し、お互いに確かめ、就業時間を適正に管理
　することが望ましいです。

●就業場所の管理：高所での作業など明らかに危険な作業はさせないよう注意しましょう。空調の温度・湿度は適切な設定にする
　などして、就業中のケガが発生しないよう注意を呼びかけましょう。いつでもトイレを利用できるようにしておきましょう。泊まり
　込みや住み込みの場合は、寝具などを提供した上で、十分な広さの就寝場所を確保し、プライバシーに配慮しつつ、更衣室・
　浴室・シャワーなどの設備を家事使用人が使うことができるようにしましょう。

●適切な業務内容と業務量：業務を依頼する際は、あらかじめ決めた業務内容の範囲を超えないように気をつけましょう。
　新たに行ってほしい業務が発生した場合は、家事使用人と十分話し合った上で対応してもらうことが適切です。

●介護保険サービスとしての訪問介護と組み合わせて利用する場合：介護保険サービスと介護保険給付の対象ではないサービス
　（保険外サービス）を組み合わせて利用しているご家庭もあると思いますが、その場合に、介護保険サービスとしての時間と、
　家事使用人として行ってもらう業務を含む保険外サービスとしての時間とを明確に区分しつつ、全体の就業時間を踏まえた適切な
　就業・休憩時間の設定や休憩・休息時間の確保をするなど、過重労働とならないよう必要な配慮をしてください。

●家事使用人からの相談や苦情を受ける担当者の明確化と解決：雇用主は、家事使用人が働く上で困ったことを相談するために
　ふさわしい家庭内の相談者を事前に労働契約書に記載するなどして共有しておくとよいでしょう。なお、家政婦（夫）紹介所が家事
　使用人から相談や苦情を受けることもあるので、家政婦（夫）
　紹介所から連絡があった場合は協力して解決を図るよう努め
　てください。

●その他、就業環境に関する留意事項：家事使用人に対する
　パワハラ、セクハラなどのハラスメントは絶対に許されません。
　また、トラブルを避けるためにも、金品や貴重品など、触れては
　いけないものについては、雇用主自身で管理しましょう。
　雇用主は、家事使用人が就業場所などでケガなどをした場合、
　家事使用人とその原因及び補償について十分話し合いましょう。

厚生労働省

❺ 保険の加入状況の確認



 年次有給休暇 を上手に活用し働き方・休み方を見直しましょう
●「年次有給休暇の計画的付与制度」を導入しましょう。
●年次有給休暇付与計画表による個人別付与方式を活用すれば休暇の分散化にもつながります。

●働き方・休み方改善ポータルサイト　https://work-holiday.mhlw.go.jp/

年次有給休暇取得促進特設サイト

厚生労働省 都道府県労働局 労働基準監督署

年休取得促進
特設サイト▶

春の連続休暇には、
ココロとカラダ、リフレッシュ。
春の連続休暇には、
ココロとカラダ、リフレッシュ。



　「年次有給休暇の計画的付与制度」とは、年次有給休暇の付与日数のうち5日を除い
た残りの日数について、労使協定を結べば、計画的に休暇取得日を割り振ることができる
制度です。この制度の導入によって、休暇の取得の確実性が高まり、労働者にとっては予
定していた活動が行いやすく、事業主にとっては計画的な業務運営に役立ちます。

〇〇株式会社と〇〇労働組合とは、標記に関して次のとおり協定する。 
1　当社の従業員が有する〇〇〇〇年度の年次有給休暇(以下「年休」という。)のうち5日を超える部分については、6日を限度として計画的に付与するものとする。
なお、その有する年休の日数から5日を差し引いた日数が6日に満たないものについては、その不足する日数の限度で特別有給休暇を与える。

2　年休の計画的付与の期間及びその日数は、次のとおりとする。
前期=4月～9月の間で3日間　後期=10月～翌年3月の間で3日間

3　各個人別の年休付与計画表は、各期の期間が始まる2週間前までに会社が作成し、従業員に周知する。
4　各従業員は、年休付与計画の希望表を、所定の様式により、各期の計画付与が始まる1か月前までに、所属課長に提出しなければならない。
5　各課長は、前項の希望表に基づき、各従業員の休暇日を調整し、決定する。 
6　業務遂行上やむを得ない事由のため指定日に出勤を必要とするときは、会社は組合と協議の上、前項に基づき定められた指定日を変更するものとする。
　〇〇〇〇年〇月〇日 〇〇株式会社 代表取締役 〇〇〇〇

〇〇労働組合 執行委員長 〇〇〇〇

年５日の年次有給休暇を確実に取得しましょう。
全ての企業において、年10 日以上の年次有給休暇が付与される労働者に対して、
年次有給休暇の日数のうち年５日については、使用者が時季を指定して取得させることが必要です 。

「一斉付与方式」「交替制付与方式」に関する労使協定の例は
『年次有給休暇取得促進特設サイト』をご確認ください ▶ 

年次有給休暇の付与は原則1日単位ですが、労使協定を結べば、年5日の範囲内で、時間単位の取得が可能となります。
労働者の様々な事情に応じた柔軟な働き方・休み方に役立ちます。

年次有給休暇の計画的付与制度を導入しましょう。

労使協定によって時間単位の年次有給休暇の活用もできます。

1）日数 付与日数から５日を除いた残りの日数を計画的付与の対象にできます。

年次有給休暇の付与日数が10日の労働者 年次有給休暇の付与日数が20日の労働者

◎前年度取得されずに次年度に繰り越された日数がある場合には、繰り越し分を含めた付与日数から５日を引いた日数を計画的付与の対象とすることができます。

※分単位など時間未満の単位での取得は認められません。また、時間単位の年次有給休暇の取得分については、確実な取得が必要な 5日間から差し引くことはできません。

例 1 例 2

5日 5日 15日 5日
事業主が計画的に付与できる 労働者が自由に取得できる 事業主が計画的に付与できる 労働者が自由に取得できる

2）活用方法

年次有給休暇の計画的付与に関する労使協定の例（個人別付与方式の場合）

方式 年次有給休暇の付与の方法 適した事業場、活用事例

企業、事業場の実態に合わせたさまざまな付与の方法があります。

全従業員に対して同一の日に付与

班・グループ別に交替で付与

個人別に付与

製造部門など、操業を止めて全従業員を休ませることのできる事業場などで活用

流通・サービス業など、定休日を増やすことが難しい企業、事業場などで活用

年次有給休暇付与計画表により各人の年次有給休暇を指定

一斉付与方式
交替制付与方式
個人別付与方式

 年次有給休暇 を上手に活用し
働き方・休み方を見直しましょう

年休取得促進
特設サイト



【主唱】厚生労働省、中央労働災害防止協会、建設業労働災害防止協会、陸上貨物運送事業労働災害防止協会、港湾貨物運送事
業労働災害防止協会、林業・木材製造業労働災害防止協会、一般社団法人日本労働安全衛生コンサルタント会、一般社団法人全
国警備業協会 【協賛】公益社団法人日本保安用品協会、一般社団法人日本電気計測器工業会 【後援】関係省庁（予定）

4月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月

（R６.２）厚生労働省・都道府県労働局・労働基準監督署

STOP︕熱中症

準備期間（４月）にすべきこと
きちんと実施されているかを確認し、チェックしましょう

□ 労働衛生管理体制の確立 事業場ごとに熱中症予防管理者を選任し熱中症予防の
責任体制を確立

□ 暑さ指数の把握の準備 JIS規格に適合した暑さ指数計を準備し、点検

□ 作業計画の策定 暑さ指数に応じた休憩時間の確保、作業中止に関する
事項を含めた作業計画を策定

□ 設備対策の検討 暑さ指数低減のため簡易な屋根、通風または冷房設備、
散水設備の設置を検討

□ 休憩場所の確保の検討 冷房を備えた休憩場所や涼しい休憩場所の確保を検討

□ 服装の検討 透湿性と通気性の良い服装を準備、送風や送水により
身体を冷却する機能をもつ服の着用も検討

□ 緊急時の対応の事前確認 緊急時の対応を確認し、労働者に周知

□ 教育研修の実施 管理者、労働者に対する教育を実施

労働災害防止キャラクター

職場での熱中症により毎年約20人が亡くなり、
約８00人が4日以上仕事を休んでいます。

重点取組

準備 キャンペーン期間

キャンペーン
実施要項



□ 暑さ指数の低減効果を再確認し、必要に応じ対策を追加
□ 暑さ指数に応じた作業の中断等を徹底
□ 水分、塩分を積極的に取らせ、その確認を徹底
□ 作業開始前の健康状態の確認を徹底、巡視頻度を増加
□ 熱中症のリスクが高まっていることを含め教育を実施
□ 体調不良の者に異常を認めたときは、躊躇することなく救急隊を要請

□ JIS規格に適合した暑さ指数計で暑さ指数を随時把握
地域を代表する一般的な暑さ指数（環境省）を参考とすることも有効

測定した暑さ指数に応じて以下の対策を徹底

STEP
1

STEP
2

キャンペーン期間（5月～9月）にすべきこと

□ 暑さ指数の低減 準備期間に検討した設備対策を実施

□ 休憩場所の整備 準備期間に検討した休憩場所を設置

□ 服装 準備期間に検討した服装を着用

□ 作業時間の短縮 作業計画に基づき、暑さ指数に応じた休憩、作業中止

□ 暑熱順化への対応 熱に慣らすため、7日以上かけて作業時間の調整
※新規入職者や休み明け労働者は別途調整することに注意

□ 水分・塩分の摂取 水分と塩分を定期的に摂取（水分等を携行させる等を考慮）

□ プレクーリング 作業開始前や休憩時間中に深部体温を低減

□ 健康診断結果に
基づく対応

次の疾病を持った方には医師等の意見を踏まえ配慮
①糖尿病、②高血圧症、③心疾患、④腎不全、⑤精神・神経
関係の疾患、⑥広範囲の皮膚疾患、⑦感冒、⑧下痢

□ 日常の健康管理 当日の朝食の未摂取、睡眠不足、前日の多量の飲酒が熱中症
の発症に影響を与えることを指導し、作業開始前に確認

□ 作業中の労働者の
健康状態の確認

巡視を頻繁に行い声をかける、「バディ」を組ませる等労働
者にお互いの健康状態を留意するよう指導

□ 異常時の措置

少しでも本人や周りが異変を感じたら、必ず一旦作業を離れ、
病院に搬送する（症状に応じて救急隊を要請）などを措置
※全身を濡らして送風することなどにより体温を低減
※一人きりにしない

暑さ指数の把握と評価

環境省
熱中症予防情報

サイト

重点取組期間（7月）にすべきこと



独立行政法人 労働者健康安全機構「三重産業保健総合支援センター」と「各 地域産業保健センター」ご利用のお知らせ

健康経営を目指して快適職場づくりに取り組みたい セルフケア研修等の社内研修をしたいのですが…

病気になっても、安心して働ける職場づくりの
一環として、社内研修をしたいのですが…

がんなどの病気治療を続けながら働いている
社員への配慮について、助言を得たいのですが…

メンタルヘルス対策

ご利用には事前の申込みが必要です。申込書類はこちらから入手できます。
詳細は事業場所在地の各地さんぽコーディネーターへお問合せください。

桑名

四日市

鈴鹿・亀山

津

松阪

伊勢

伊賀

東紀州

四日市市・三重郡

鈴鹿市・亀山市

津市

松阪市・多気郡

伊賀市・名張市

桑名市東方尾弓田 3038
桑名医師会健康福祉センター 2 階

0594-25-3481
同上

TEL.
FAX.

080-9370-2042
059-352-8050

TEL.
FAX.

059-384-0230
同上

TEL.
FAX.

059-227-5252
059-227-5263

TEL.
FAX.

0598-21-3308
同上

TEL.
FAX.

0596-26-1020
0596-23-6485

TEL.
FAX.

0595-24-3613
0595-24-3409

TEL.
FAX.

0597-89-6039
同上

TEL.
FAX.

四日市市西新地14-20
四日市医師会館内

鈴鹿市西条 5-118-4
鈴鹿市医師会館内

津市島崎町 97-1
津地区医師会館内

松阪市白粉町 363
松阪地区医師会館内

伊勢市勢田町613-12
伊勢地区医師会館内

伊賀市四十九町1929-42
伊賀医師会館内

熊野市井戸町 750-1
熊野市社会福祉センター内

センター名 対象地域 住 所 営業日TEL ／ FAX

※ご利用できる時間は地域産業保健センターにより異なりますので、お問い合わせの上ご利用ください。

さんぽセンター（産業保健総合支援センター）ってどんなところ？
皆様は「産業保健総合支援センター」（通称「さんぽセンター」）をご存じでしょうか？ さんぽセンターは全国
47か所にあり、三重さんぽセンターは、津市の三重県医師会館5階にございます。さんぽセンターは厚生
労働省が所管する「独立行政法人 労働者健康安全機構」の運営する公的な機関です。労働保険料が財源で
あり、産業保健に関する研修や相談等を無料で実施しています。社員の健康管理に携わる方（事業主・
人事労務担当・衛生管理者・産業医・看護職等）ならどなたでもご利用いただけます。また、地域窓口として、
概ね労働基準監督署管轄区域毎に地域産業保健センター（通称「地さんぽ」）を設置しています。地さんぽ
では労働者50人未満の産業医の選任義務のない小規模事業場を対象として労働安全衛生法で定められた
保健指導等の産業保健サービスを提供しています。

専門家が訪問し、自社内で研修を実施できるサービスのほ
か、心の健康づくり計画の作成等の実地相談も行えます。

管理監督者教育・若年労働者教育の研修
メンタル不調者への対応について
休職中の労働者の復職支援の流れ
ストレスチェック導入の留意点　など

社員教育研修や、社内規定の整備の一環としてご利用
いただいております。

使おう！ さんぽセンター
三重産業保健総合支援センターの紹介

さんぽセンターで使える、主なサービス内容は？（事業規模の制限なし）

さんぽセンターのサービスを利用するには、どうしたらいいの？

地さんぽで使える、主なサービス内容は？（50人未満の事業場限定）

地さんぽのサービスを利用するには、どうしたらいいの？

三重さんぽセンターのホームページからお申込みいただけます。
又は、こちらから

TOP
ページ メンタルヘルス対策

申し込み
治療と仕事の両立支援

相談申し込み

支援申し込みフォーム 相談・支援
申し込みフォーム

（例）訪問による研修のお申し込みの場合

（訪問による研修・実地相談）

ご用命が多い研修テーマ等
ご用命が多い研修テーマ等

●

●

●

●

専門的研修・相談
さんぽセンター内にて実施する研修・相談サービスです。
研修カリキュラムは、ホームページでご確認ください。

治療と仕事の両立支援対策

専門家が訪問し、自社内で研修を実施できるサービスの
ほか、労働者が治療を受けながら仕事を続けるための会
社・主治医・労働者との個別調整も行えます。

がんなど病気治療を続けながら働いている人への具体
的な配慮について
社内規定の活用や見直しサポート　など

現在、対象者がいない事業場からも、社内規定の整備
の一環としてご利用いただいております。

（訪問による研修・実地相談・個別調整支援）

●

●

産業保健に関する情報提供・広報啓発
メールマガジンを発行しています。ご登録いただくと、
話題の産業保健情報をお届けできます。是非ご登録く
ださい。

長時間労働者や高ストレス者
に対する面接指導

健康診断結果に関する
医師からの意見聴取

個別訪問による
産業保健指導の実施

健康診断で異常があった労働者に
関して、具体的な対応策（就業上の
措置）について、事業主が産業医か
ら意見を聴くことができます。（労
働安全衛生法第66条の4）

長時間労働者やストレスチェックに
係る高ストレス者が直接面接を受
け、産業医に必要な指導を受けるこ
と等ができます。（労働安全衛生法
第66条の8、10等）

医師、保健師または労働衛生工学
の専門家が事業場を訪問し、作業
環境管理、作業管理、メンタルヘル
ス対策等の健康管理の状況を踏ま
え、総合的な助言・指導を行います。

（火・水・木）

（火・水・木）

（火・水・木）

（月・水・金）

（火・木・金）

（火・木・金）

（月・火・水）

（火・水・金）

or

桑名市・いなべ市・
桑名郡・員弁郡

尾鷲市・熊野市・
北牟婁郡・南牟婁郡

伊勢市・鳥羽市・
志摩市・度会郡
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独立行政法人 労働者健康安全機構「三重産業保健総合支援センター」と「各 地域産業保健センター」ご利用のお知らせ

健康経営を目指して快適職場づくりに取り組みたい セルフケア研修等の社内研修をしたいのですが…

病気になっても、安心して働ける職場づくりの
一環として、社内研修をしたいのですが…

がんなどの病気治療を続けながら働いている
社員への配慮について、助言を得たいのですが…

メンタルヘルス対策

ご利用には事前の申込みが必要です。申込書類はこちらから入手できます。
詳細は事業場所在地の各地さんぽコーディネーターへお問合せください。

桑名

四日市

鈴鹿・亀山

津

松阪

伊勢

伊賀

東紀州

四日市市・三重郡

鈴鹿市・亀山市

津市

松阪市・多気郡

伊賀市・名張市

桑名市東方尾弓田 3038
桑名医師会健康福祉センター 2 階

0594-25-3481
同上

TEL.
FAX.

080-9370-2042
059-352-8050

TEL.
FAX.

059-384-0230
同上

TEL.
FAX.

059-227-5252
059-227-5263

TEL.
FAX.

0598-21-3308
同上

TEL.
FAX.

0596-26-1020
0596-23-6485

TEL.
FAX.

0595-24-3613
0595-24-3409

TEL.
FAX.

0597-89-6039
同上

TEL.
FAX.

四日市市西新地14-20
四日市医師会館内

鈴鹿市西条 5-118-4
鈴鹿市医師会館内

津市島崎町 97-1
津地区医師会館内

松阪市白粉町 363
松阪地区医師会館内

伊勢市勢田町613-12
伊勢地区医師会館内

伊賀市四十九町1929-42
伊賀医師会館内

熊野市井戸町 750-1
熊野市社会福祉センター内

センター名 対象地域 住 所 営業日TEL ／ FAX

※ご利用できる時間は地域産業保健センターにより異なりますので、お問い合わせの上ご利用ください。

さんぽセンター（産業保健総合支援センター）ってどんなところ？
皆様は「産業保健総合支援センター」（通称「さんぽセンター」）をご存じでしょうか？ さんぽセンターは全国
47か所にあり、三重さんぽセンターは、津市の三重県医師会館5階にございます。さんぽセンターは厚生
労働省が所管する「独立行政法人 労働者健康安全機構」の運営する公的な機関です。労働保険料が財源で
あり、産業保健に関する研修や相談等を無料で実施しています。社員の健康管理に携わる方（事業主・
人事労務担当・衛生管理者・産業医・看護職等）ならどなたでもご利用いただけます。また、地域窓口として、
概ね労働基準監督署管轄区域毎に地域産業保健センター（通称「地さんぽ」）を設置しています。地さんぽ
では労働者50人未満の産業医の選任義務のない小規模事業場を対象として労働安全衛生法で定められた
保健指導等の産業保健サービスを提供しています。

専門家が訪問し、自社内で研修を実施できるサービスのほ
か、心の健康づくり計画の作成等の実地相談も行えます。

管理監督者教育・若年労働者教育の研修
メンタル不調者への対応について
休職中の労働者の復職支援の流れ
ストレスチェック導入の留意点　など

社員教育研修や、社内規定の整備の一環としてご利用
いただいております。

使おう！ さんぽセンター
三重産業保健総合支援センターの紹介

さんぽセンターで使える、主なサービス内容は？（事業規模の制限なし）

さんぽセンターのサービスを利用するには、どうしたらいいの？

地さんぽで使える、主なサービス内容は？（50人未満の事業場限定）

地さんぽのサービスを利用するには、どうしたらいいの？

三重さんぽセンターのホームページからお申込みいただけます。
又は、こちらから

TOP
ページ メンタルヘルス対策

申し込み
治療と仕事の両立支援

相談申し込み

支援申し込みフォーム 相談・支援
申し込みフォーム

（例）訪問による研修のお申し込みの場合

（訪問による研修・実地相談）

ご用命が多い研修テーマ等
ご用命が多い研修テーマ等

●

●

●

●

専門的研修・相談
さんぽセンター内にて実施する研修・相談サービスです。
研修カリキュラムは、ホームページでご確認ください。

治療と仕事の両立支援対策

専門家が訪問し、自社内で研修を実施できるサービスの
ほか、労働者が治療を受けながら仕事を続けるための会
社・主治医・労働者との個別調整も行えます。

がんなど病気治療を続けながら働いている人への具体
的な配慮について
社内規定の活用や見直しサポート　など

現在、対象者がいない事業場からも、社内規定の整備
の一環としてご利用いただいております。

（訪問による研修・実地相談・個別調整支援）

●

●

産業保健に関する情報提供・広報啓発
メールマガジンを発行しています。ご登録いただくと、
話題の産業保健情報をお届けできます。是非ご登録く
ださい。

長時間労働者や高ストレス者
に対する面接指導

健康診断結果に関する
医師からの意見聴取

個別訪問による
産業保健指導の実施

健康診断で異常があった労働者に
関して、具体的な対応策（就業上の
措置）について、事業主が産業医か
ら意見を聴くことができます。（労
働安全衛生法第66条の4）

長時間労働者やストレスチェックに
係る高ストレス者が直接面接を受
け、産業医に必要な指導を受けるこ
と等ができます。（労働安全衛生法
第66条の8、10等）

医師、保健師または労働衛生工学
の専門家が事業場を訪問し、作業
環境管理、作業管理、メンタルヘル
ス対策等の健康管理の状況を踏ま
え、総合的な助言・指導を行います。

（火・水・木）

（火・水・木）

（火・水・木）

（月・水・金）

（火・木・金）

（火・木・金）

（月・火・水）

（火・水・金）

or

桑名市・いなべ市・
桑名郡・員弁郡

尾鷲市・熊野市・
北牟婁郡・南牟婁郡

伊勢市・鳥羽市・
志摩市・度会郡
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職場のメンタルヘルス対策
～管理監督者の役割～

オンライン研修

4/17 水 14：00～16：00

講 師

日 時

河合 加代子
保健師
当センター産業保健相談員（保健指導）

上司になられた方、現在上司のお立場の方、
部下とご自身を守り、良い関係づくりをするためには
どうしたらよいのかについて、お話しします！

下記、申込みフォームに必要事項を入力の上、
研修会前日までにお申込みください。
当センターホームページからもお申込み頂けます。

三重産業保健総合支援センター
〒５１４－０００３ 三重県津市桜橋２丁目１９１番４ 三重県医師会館５階

ＴＥＬ：０５９－２１３－０７１１ ＦＡＸ：０５９－２１３－０７１２
E-mail：mie-ｊooohas@mies.johas.go.jp  URL：https://www.mies.johas.go.jp

お申込みはこちらから



4月17日 (水) 職場のメンタルヘルス対策　～管理監督者の役割～ 河合加代子

保健師・産業カウンセラー　

14：00～16：00 当センター産業保健相談員（保健指導）

【オンライン研修】 50名

5月17日 (金) 産業医及び産業保健スタッフ等が知っておきたい⑦～国が支援する７つの最新キーワード＆ツール～ 石見　忠士

(一社)日本産業カウンセラー協会　

＊13：30～15：30 こころの耳運営事務局長

【オンライン研修】 50名

5月21日 (火) 産業保健スタッフ研修会 寶幸夫

三重県RST会 会長　

14：00～16：00 当センター産業保健相談員(労働衛生工学)

28名

5月28日 (火) チームの効果性に影響を与える「心理的安全性」 猪野　美春

14：00～16：00 当センター産業保健相談員（カウンセリング）

28名

5月31日 (金) 健康障害防止のための保護具の適切な選定と使用のポイント 伊能　雅彦

14：00～16：00 当センター産業保健相談員(労働衛生工学）

28名

6月4日 (火) カウンセラーが行う初回面談　実際にどうやっているの？ 矢野一郎

産業カウンセラー　

14：00～16：00 当センター産業保健相談員（カウンセリング）

【オンライン研修】 50名

6月6日 (木) 職員のアルコール健康障害を巡って―産業保健スタッフの役割 猪野　亜朗

泊ファミリークリニック 副院長　

14：00～16：00 当センター産業保健相談員(メンタルヘルス)　　　

28名

6月24日 (月) 職場における腰痛予防と運動療法 中山卓也

14：00～16：00

【オンライン研修】 50名

7月5日 (金) ①改正THP指針（Total Health Promotion Plan）の解説
②衛生委員会（安全衛生委員会）の活性化に向けて

上住津恵

当センター　産業保健専門職

14：00～16：00

【オンライン研修】 50名

8月1日 (木) メンタルヘルス不調による休職者の円滑な職場復帰に向けて
～リワーク支援の紹介～

障害者職業カウンセラー

14：00～16：00

【オンライン研修】 50名

8月23日 (金)
会社ぐるみで健康を栄養面から応援
～特定保健指導からみた⾷習慣や⾷⾏動の改善方法のヒント～

櫻井祐子

（社）三重県栄養士会・管理栄養士　　　　　　　　　

14：00～16：00 当センター産業保健相談員（保健指導）

28名

9月19日 (木) メンタルヘルス対策における職場復帰支援 上住津恵

当センター　産業保健専門職

14：00～16：00

【オンライン研修】 50名

9月20日 (金) 高次脳機能障害の理解と対応 坂口健一郎

14：00～16：00

【オンライン研修】 50名

■令和６年度上期　産業保健研修会　（産業保健スタッフ向け）　【単位取得無し】
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　お申込みはこちらから→

開催日時 研修会テーマ／内容
講　師／　所属・役職・主な資格等／

定員 ／ 認定研修

上司になられた方、現在上司のお立場の方、部下とご自身を守り、良い関係づくりをす
るためにはどうしたらよいかについて、お話しします。

「健康経営優良法人認定制度」、「心理的安全性」、「SNS相談」などのキーワードを最新
情報と共に解説いたします。また、法に基づくストレスチェック制度を実施した後、集団
分析結果を踏まえた職場環境改善活動時に使える最新ツールや、企業の取り組み事
例、工夫のポイントなども紹介します。

職場における腰痛予防対策～事例演習～

「心理的安全性（Psychological Safety）」とは、組織の中で自分の考えや気持ちを誰に
対してでも安心して発言できる状態のことです。心理的安全性を高めるチームづくりに
必要なアサーティブコミュニケーション、アンコンシャスバイアス、アンガーマネジメントな
どを理解し、実践に役立つスキルについて解説します。

働く人の命と健康を守るために、化学物質からのばく露防止対策における保護具の役
割は大きい。保護具選定の基本的な考え方と使用上の留意点を解説します。

「カウンセリングってどんなことやっているの？」という質問があります。
そこで本研修では、産業現場でカウンセラーが実施する1時間の初回面談を紹介しま
す。
明日からすぐに活用するための手順と考え方を学んでみましょう。

2023年11月、三重大学医学部臨床講義室で、「職場のアルコール対策」のシンポジウ
ムを行い、産業医、精神科医、産業保健師、健診センターの内科医、臨床心理士がシン
ポジストとして参加しました。その成果を皆様と共有したいと思います。また、「一般病院
の医師向けアンケート調査」を行った結果、多くの医師がアルコール健康障害患者の酩
酊状態、離脱症状で困っていて、「多職種連携」の必要性が明らかになりました。皆様の
職場で活用できるエビデンスをお伝えします。
　

労働衛生コンサルタント・第一種作業環境測定士　化学物質管理専門家　

(独)労働者健康安全機構 中部労災病院 治療就労両
立支援センター　主任理学療法士

看護師・産業カウンセラー・ASK認定依存症予防教育アドバイザー　

腰痛の発生因子と、それぞれの職場での対策について。また簡単にできる運動療法、
主に「いつでもどこでもできる」体操の紹介などを予定しています。

(福)三重県厚生事業団三重県身体障害者総合福祉センター
班長　高次脳機能障害支援コーディネーター

三重障害者職業センターのリワーク支援（職場復帰支援）について支援内容や事例等
を紹介し、円滑な職場復帰に向けて留意事項等について説明します。

THP指針には、労働者の健康の保持増進のための具体的措置として、栄養指導が挙げ
られています。栄養の過不足は心身の健康につながるため、自覚することと正しい食習
慣を身に付けるための「明日から使えるヒント」について解説します。

心の健康問題により休業した労働者の職場復帰支援について、病気休業開始から職
場復帰後のフォローアップまで、各ステップにおける対応や一連の進め方について事例
を交えてお話します。

(独)高齢・障害・求職者雇用支援機構 三重障害者職
業センター  障害者職業カウンセラー

① 令和3年2月8日に改正されたTHP指針（事業場における労働者の健康保持増進のた
めの指針）について、その概要や好事例を紹介します。
② 衛生委員会は議題のマンネリ化などにより、形骸化の傾向にあることが指摘されて
います。衛生委員会の活性化に向けて参考となるよう、「衛生委員会活性化テキスト」に
沿って説明します。　　　　(事業主セミナー）

三重県における高次脳機能障害の現状と支援方法についてご説明したいと思います。



 

 

 

① 両立支援とは、事業場において治療が必要な病気を抱える労働者が、業務によって病気を増悪 

することがないよう、事業場において適切な就業上の措置を行いつつ、治療に対する配慮をすること 

により就業の機会を失わせないようにすることです。 

 

 

事業者のメリット                        労働者のメリット 

★ 労働者の「健康確保」の推進                ☆ 治療に関する配慮が行われることによる 

★ 継続的な人材の確保                   病気の増悪の防止  

★ 労働者のモチベーションの向上による       ☆ 治療を受けながらの仕事の継続 

人材の定着・生産性の向上                 ☆ 安心感やモチベーションの向上 

★ 「健康経営」の実現                        ☆ 収入を得ること 

★ 多様な人材の活用による組織や事業の     ☆ 働くことによる社会への貢献 

活性化  

 

     治療をしながら働き続けたい！でも不安･･･         病気になった社員への対応について教えてほしい 

職場の人に負担をかけるので仕事を辞めようか？       治療中なのにこのまま働いてもらっていて大丈夫？ 

病気のことを職場にうまく伝えられない                両立支援制度を整えたいが、どのようにすればよいか 

            

  

 

 

 

 

 

 

 

 

③ 相談窓口はこちら👇 
場   所 開 催 日 予 約 先 

三重産業保健総合支援センター 
面談：予約制 

電話相談：平日 8:30～17:15        

TEL:059-213-0711 

（電話相談は予約不要）  

三重大学医学部附属病院 

がん相談支援センター 

  「リボンズハウス」 

毎月第４木曜日 13:00～15:00 
（休日にあたる場合は日程変更します） 

TEL: 059-232-1111(代表) 

月曜日～金曜日 9:00～16:00 

市立四日市病院 

地域連携・医療相談センター 

「サルビア」 

随時開設 

（相談者の希望により日程調整） 

TEL: 059-354-1111(代表) 

月曜日～金曜日 8:30～17:15 

鈴鹿中央総合病院 

患者支援センター 

随時開設 

（相談者の希望により日程調整） 

TEL: 059-384-2226 

月曜日～金曜日 9:00～16:00 

松阪中央総合病院 

患者総合支援センター 

随時開設 

（相談者の希望により日程調整） 

TEL: 0598-21-5252(代表) 

月曜日～金曜日 9:00～16:00 

伊勢赤十字病院 

患者支援センター 

随時開設 

（相談者の希望により日程調整） 

TEL: 0596-28-2171(代表) 

月曜日～金曜日 9:00～16:00 

 

 

 

 

治療と仕事の両立を支援することは、事業者にとっても労働者にとってもメリットがあります！ 

 

サポートします！治療と仕事の両立支援 

両立支援促進員(保健師、社労士等)が事業場を訪問

し、制度の導入支援や患者(労働者)と企業との間の

個別調整支援を行います。 

両立支援促進員 
(両立支援コーディネーター) 

三重産業保健総合支援センター 
TEL:059-213-0711  FAX:059-213-0712 

〒514-0003 三重県津市桜橋２丁目１９１番４ 三重県医師会館５階 

URL:https://www.mies.johas.go.jp   E-mail: ryoritsushien@mies.johas.go.jp 

誰でも病気になる可能性があります。突然、病気になると治療や仕事についての不安はいろいろです。 

 

② 治療を続けながら、仕事を続けるため、当センターができる支援があります！(無料) 
 

 

病気になったからといってすぐに

仕事を辞める必要はありません。

仕事を辞める前に気軽にご

相談ください！ 

tel:059-213-0711（電話相談は予約不要）
tel:059-213-0711（電話相談は予約不要）
tel:059-213-0711
https://www.mies.johas.go.jp/


 

治療と仕事の両立支援サービス事例 

相談・支援事例  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

個別調整支援事例 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【事案の概要】 （相談場所：出張窓口（医療機関）  相談者：労働者） 

復職８カ月になるが、現在、有給休暇がなく、体調不良時に困っている。どうしたらよいか。上司には病状につい

て話していない。 

【相談・支援結果】 

職場の就業規則及び働き方の方法について確認するよう助言。まずは、人事担当者と働き方について相談する

こと、必要があれば、医師の意見書等は医療機関に依頼できることを併せて助言した。両立支援に関する資料

を提供。希望があれば、個別調整支援（当センターの専門職員が企業へ訪問し支援調整するサービス）が利

用できる旨説明。 

OLSON HARRIS LTD. 

【事案の概要】  （相談場所：会社  相談者：人事労務担当者） 

４０代でがんが原因で死亡した職員がおり、定期健康診断だけでなく、人間ドックを併用できるようにしたり、通院

や体調等に合わせた配慮をしてきたが、私傷病なので個人情報の取扱いについて苦慮している。また、病気で治

療していても隠したい人が多いと思う。どのように取り組めばよいか。 

【相談・支援結果】  

両立支援に関する資料を提供。両立支援の申出がしやすい職場環境づくりを助言。当センターの行う労働者へ

の両立支援啓発教育の利用を勧めた。また、ガイドラインに沿って両立支援の進め方について説明するとともに、

企業・医療機関連携マニュアルの解説や事例を紹介。両立支援コーディネーター基礎研修について情報提供。 

      

【事案の概要】 （相談場所：出張窓口（医療機関）  相談者：派遣労働者） 

乳がん術後、職場復帰をしているが、抗がん剤点滴による副作用（手指のしびれ、発熱、吐き気、倦怠感）が 

ある。週１回、抗がん剤治療のため、１日休職せざるを得ないが、経済的に苦しく、何か支援をお願いしたい。ま

た、派遣労働者であるので、派遣先へ就業中の体調不良についても配慮してもらえるよう支援してほしい。  

【相談・支援結果】 労働者本人の同意が得られたので、派遣元と派遣先に電話にて上記内容を伝達した。  

①派遣元会社に電話連絡。                                                                 

対応した社長は、「派遣先とも仕事の調整をしている。術後であり、即一人前の仕事ができると思っていない。  

経済面については、傷病手当金を検討中である。」と回答。                               

②派遣先会社に電話連絡。                                                 

対応者は、「就業中の体調不良については、申し入れがあれば、その都度対応可能。他の従業員についても、

個別対応しているので、何かあれば申し入れてもらえばよい。」との回答があり、医療機関を通じて労働者本人に

伝達。 


